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育成就労制度について
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育成就労制度の概要
出典：出入国在留管理庁ホームページ「育成就労制度」よりJITCO作成

在留資格 育成就労

目的 特定技能１号水準の技能を有する人材を育成、育成就労産業分野における人材を確保

在留期間 原則3年

活動内容
特定技能の業務区分と同一としつつ、人材育成の観点から、当該業務区分の中で修得すべき

主たる技能を定める活動

※育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構から認定を受ける

対象範囲 育成就労産業分野（17分野）

技能水準
入国時： なし

1年目及び育成就労修了時までに： 試験で確認

日本語能力

水準

就労開始までに： 日本語能力A１相当以上の試験（日本語能力試験（ＪＬＰＴ）のＮ５等）合格

or それに相当する日本語講習の受講

1年目及び育成就労修了時までに： 試験で確認

転籍 やむを得ない事情による転籍及び要件を満たすことにより本人意向による転籍ができる

技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、日本の人手不足分野に
おける人材の育成・確保を目的とする育成就労制度は令和９年４月１日から運用開始



© JITCO 2026 4

育成就労制度の概要
出典：出入国在留管理庁ホームページ「育成就労制度」より
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育成就労制度の概要
出典:出入国在留管理庁HP 「育成就労制度の関係省令等について（概略図）」「育成就労制度Q&A」よりJITCO作成

◆ 過去１年以内に、育成就労実施者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由
により育成就労外国人の行方不明者を発生させていない。

◆ 過去１年以内に、育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事し
ていた労働者を離職させていない（自発的に離職した者等を除く。）。

◆ 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守している。
◆ 送出機関等から、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品そ

の他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けることなどを行っていない。
◆ 育成就労外国人と雇用契約を締結するに当たり、労働条件等の待遇の説明

を直接又はオンラインで行っている。 等

※（育成就労計画の基準として）受入れ対象分野別の協議会に加入している。

育成就労実施者の要件
⚫ １８歳以上である。
⚫ 健康状態が良好である。
⚫ 素行が善良である（監理型の場合は送出機関が確認）
⚫ 特定技能外国人であった経験がある者にあっては、特定技能外国

人として従事していた業務の内容に照らして、育成就労を行わせる
ことが相当と認められる者である。

⚫ （単独型の場合）育成就労実施者の外国にある事業所において１年
以上業務に従事している常勤の職員であり、かつ、当該事業所から
転勤し、又は出向する者である。

⚫ （監理型の場合）本国の公的機関から推薦を受けた者である。取引
上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職
員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に
従事していた期間が１年以上である。 等

育成就労外国人の要件

 営利を目的としない法人である。
 外部監査人を設置している。
 債務超過がない。
 監理支援を行う受入れ機関（育成就労実施者）の数が原則として

２者以上である。
 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が２人以上であり、

かつ、当該役職員1人当たりの監理支援を行う受入れ機関（育成
就労実施者）の数が８者未満であり、監理支援を行う育成就労外
国人の数を４０人未満である。 等

監理支援機関の要件

◼ 送出国政府から監理型育成就労の申込みを適切に日本の監理支援機関に
取り次ぐことができるものとして推薦を受けている。

◼ 取り次ぐ外国人の素行が善良であることを確認している。
◼ 外国人及び監理支援機関から徴収する手数料その他の費用について算出基

準を明確に定めてインターネットその他の適切な方法で公表するとともに、
費用について外国人及び監理支援機関に対して明示し、十分に理解させる。

◼ 送出機関又はその役員が過去５年以内に、育成就労実施者や監理支援機関
等に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の
財産上の利益の供与もしくは供応接待等をしていない。 等

送出機関の要件
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今後のスケジュール

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針の作成に向けた作業開始について」、
「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」、「育成就労制度Q&A」よりJITCO作成

2026年
（令和8年）

2027年
（令和9年）

事前申請開始（監理支援機関の許可）※

2027年4月1日（木）

送出国とMOCの交渉・作成・署名（※原則MOC締結国からのみ受入れ）

・申請受付終了

（技能実習計画認定

申請）

施行日前いずれかの時期
• 施行日より前に技能実習計画の認定

と在留資格認定証明書の交付を受け

た場合は、令和９年６月３０日までに

入国する。

• 施行日以降に認定される場合につい

て、申請の実習開始日は令和９年６月

３０日以前であることが必要であり、

原則として同日までに入国する。

特
定
技
能

技
能
実
習

育
成
就
労

分
野
別
運
用
方
針
の
決
定 事前申請開始（育成就労計画の認定） ※

改

正

法

施

行

2026年4月以降目途
上
乗
せ
告
示
等
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

※事前申請の詳細は、今後、外国人技能
実習機構ホームページ等でお知らせ

2027年6月30 (火)
「育成就労制度
の施行に伴う 
技能実習の経過
措置について」
はこちら▼

※本表はJITCO作成の一例です
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育成就労：技能について
出典：出入国在留管理庁HP 第４回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「資料1 第
3回有識者会議のフォローアップ」より

必須業務：
全体の1/3以上

業務区分内の業務
※関連する業務を含む

安全衛生業務：
全体の1/10以上
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育成就労：技能について
出典：出入国在留管理庁HP 第４回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「資料1 第
3回有識者会議のフォローアップ」より
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育成就労：技能について
出典：出入国在留管理庁HP 第４回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「資料1 第
3回有識者会議のフォローアップ」より

業務区分内の業務

必須業務A 必須業務B

主たる技能：施設園芸 主たる技能：稲作・畑作

業務区分：耕種農業

① 業務区分単位で育成する場合の例 ② 業務区分内に複数主たる技能を設定して
育成する場合の例

業務区分内の業務

業務区分：介護

分野：介護 分野：農業

必須業務A

主たる技能：身体介護等

必須業務C

主たる技能：果樹

必須業務：
全体の1/3以上

業務区分内の業務
※関連する業務を含む

安全衛生業務：
全体の1/10以上
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分野別運用方針について

 特定産業分野/育成就労産業分野の名称

 人材不足の状況：受入れの目的、国内人材確保のための取組、受入れの必要性、受入れ見込数

 在留資格認定証明書の交付/育成就労認定の停止/再開措置

 キャリア形成等に関する事項

 特定技能制度/育成就労制度に関する事項

➢ 技能水準、日本語能力水準

➢ 業務区分、従事する業務、雇用形態

➢ 特定技能所属機関/育成就労実施者の要件

➢ 監理支援機関の要件 など

詳細は、運用要領や運用要領別冊、協議会規則などに記載される

分野別運用方針の内容
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分野別運用方針について（概要）
出典：出入国在留管理庁HP「分野別運用方針の主要な記載事項」より
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分野別運用方針について（概要）
出典：出入国在留管理庁HP「分野別運用方針の主要な記載事項」より
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育成就労制度の分野別運用方針
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介
護

業務区分
就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

介護

なし A2.2相当以上
介護育成就
労評価試験

（初級）

A2.2相当以上
及び

日本語学習プラ
ンの作成（B1相
当以上の試験に
合格の場合は作

成不要）

2年 1年経過時
と同様

A2.2相当以上

介護育成就
労評価試験
（専門級）

A2.2相当以上
及び

介護特定技能評
価試験（日本語）

1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元
の育成就労実施者が講じるべき待遇向上策主たる技能

介護職員等処遇改善加算の取得等の要
件を満たすものとすることに加えて、
育成就労外国人ごとに育成就労キャリ
ア支援プランを作成する。

身体介護等

厚生労働省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労及び特定技能１号に係る専門技能や日本語能力等の修得を内容とし、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は
育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画
的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。
① 基礎的な技能を修得し、上長からの指示に従い現場で単独で業務を行うことができるよう介護育成就労評価試験の合格を目指す。
② 自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行し、又は、監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行するために必要な実務経験を得る。

監理支援機関の要件

• 監理支援機関は、次のいずれかに該当する法人とする。 
① 商工会議所（監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る。）、商工会（監理支援を行う監理型育成就労実

施者が当該商工会の会員である場合に限る。）、中小企業団体（監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員
である場合に限る。）、職業訓練法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉連携推進法人

② 当該法人の目的に介護、医療又は社会福祉の発展に寄与することが含まれる全国的な団体（その支部を含む。）であって、介護又は医療に従事
する事業者により構成されるもの

• 修得させようとする技能について、一定程度の経験又は知識を有する役員又は職員が、５年以上介護の業務に従事した経験を有する介護福祉士
の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者である

介護 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より

育成就労の就労を開始する前（入国後講習後）

育成就労計画の作成の指導について
出典：パブリックコメントHP「外国人の育成就労の適正な実施及び
育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介
護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等（案）」より
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介護 育成就労

介
護

育成就労実施者の要件

• 事業所が介護等の業務を行うものである。
• 事業所で受け入れることができる育成就労外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とし、ケアの質の担保や適切な指導体制を確保でき

る人数にする
• 育成就労の協議会において協議が調った措置を講じる。育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う
• 介護保険法施行規則第22条の23第１項に規定する介護職員初任者研修課程等を修了し、実務経験等を有する育成就労外国人のみを訪問介護等の業務に従事

させることとし、その場合にあっては、次に掲げる事項を遵守する
ⅰ 育成就労外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行う
ⅱ 育成就労外国人が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行う
ⅲ 育成就労外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成する
ⅳ ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずる
ⅴ 育成就労外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含

めた必要な環境整備を行う
• 次のいずれかを満たす事業所とする。 

ⅰ 事業所が開設後３年以上経過している
ⅱ 当該事業所を経営する法人において、介護等の業務を行う他の事業所の開設後３年以上経過しているものである
ⅲ 当該事業所を経営する法人について、次に掲げるいずれにも該当する

（ⅰ）当該事業所の利用者及びその家族が安心してサービスを利用することができるよう、育成就労外国人に対する研修体制及びその実施が確保されている
（ⅱ）育成就労外国人並びに当該事業所の職員及び利用者等からの相談体制が確保されている
（ⅲ）育成就労外国人の受入れについて、受入れ開始前に当該事業所の職員並びに当該事業所を利用する者及びその家族等に対して、説明会等が行われている
（ⅳ）育成就労外国人の受入れに関して、当該事業所を経営する法人内における協議体制が確保されている

• 育成就労外国人に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために
必要な措置を講ずることとしている

• 育成就労指導員のうち１名以上が、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者である。また、育成就労外
国人５名につき、１名以上の育成就労指導員を選任している。

育成就労の内容に係る要件

• 入国後講習の日本語科目については、その授業時間数が240時間（育成就労外国人が試験その他の方法により「日本語教育の参照枠」のＢ１相当以上の水準と証
明されている場合は80時間）以上であることとし、当該科目の講義は、日本語教育に関する課程を修めて大学を卒業した者等により行われることとしている。

• 入国後講習の介護技能の修得に資する知識に係る科目については、その授業時間数が42時間以上であることとし、当該科目の講義は、介護福祉士養成施設等の
教員として介護の教育内容を教授した経験を有する者等により行われることとしている。

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より
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【参考】介護 育成就労
出典：パブリックコメントHP「外国人の育成就労の適正な実施及び
育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介
護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等（案）」より

パブリックコメントにおける案

入国後講習の日本語科目

科目 教育内容 時間数

日
本
語

総合日本語 100

聴解 20

読解 13

文字 27

発音 7

会話 27

作文 6

介護の日本語 40

合計 240

科目 教育内容 時間数

日
本
語

発音 7

会話 27

作文 6

介護の日本語 40

合計 80

⚫ 入国前講習を行った場合、内容に応じて時間数を免除することができる。
⚫ 講義の総時間数が240時間以上であり、次の表の教育内容及び時間を標準とし

て日本語科目の講義が行われる。
⚫ 大学（短期大学を除く。）又は大学院において日本語教育に関する課程を修めて

当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者その他これと同等以上の
能力を有すると認められる者により講義が行われる。

▼育成就労外国人が自立して日本語を理解
し、使用することができる水準の日本語能
力を有していることが証明されている場合

入国後講習の技能の修得に資する知識の科目

科目 教育内容 時間数

技
能
の
修
得
に
資
す
る
知
識

介護の基本I・II 6

コミュニケーション技術 6

移動の介護 6

食事の介護 6

排泄の介護 6

衣服の着脱の介護 6

入浴・身体の清潔の介護 6

合計 42

⚫ 入国前講習を行った場合、内容に応じて時間数を免除することが
できる。

⚫ 教育内容及び講義の時間数が次の表に定めるもの以上である。
⚫ 介護福祉士養成施設等の教員として介護に関して講義をした経験

を有する者その他これと同等以上の知識及び経験を有すると認め
られる者により講義が行われる。

他に 「育成就労外国人の数」 など
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ビ
ル
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

業務区分
就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

ビルクリー
ニング

なし

A1相当以上 又
は

認定日本語教育
機関等における
当該水準に相当
する日本語講習
の受講

ビルクリー
ニング分野
育成就労
評価試験
（初級）

A1相当以上

１年
1年経過時と
同様

A2.1相当以上

ビルクリー
ニング分野
特定技能1
号評価試験

A2.2相当以上
1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元

の育成就労実施者が講じるべき待遇向上策主たる技能

ビルクリー
ニング

厚生労働省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る専門技能や日本語能力等の修得を内容とし、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとするこ
とを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、
育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 特定技能外国人又は育成就労外国人が目指すレベル（求められる役割・作業）
② 習得する専門技能・日本語能力
③ キャリアアップに向けた経験（現場管理等）

育成就労実施者の要件

• 都道府県知事より、建築物衛生法第12条の２第１項第１号に規定する建築物清掃業又は同項第８号に規定する建築物環境衛生総
合管理業の登録を受けた営業所において育成就労外国人を受け入れることとしている。

• 育成就労の協議会において協議が調った措置を講じる。育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。
• 育成就労雇用契約に基づき育成就労外国人をビルクリーニング分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求め

に応じ、当該育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合に
おける当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供する。

ビルクリーニング 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より
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リ
ネ
ン
サ
プ
ラ
イ

業務区分
就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

リネンサプライ

なし

A1相当以上
又は

認定日本語教
育機関等におけ
る当該水準に相
当する日本語講
習の受講

リネンサプ
ライ分野育
成就労評価
試験（初級）

A1相当以上

１年
1年経過時と
同様

A2.1相当以上
リネンサプ
ライ分野特
定技能1号
評価試験

A2.2相当以上主たる技能
1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元

の育成就労実施者が講じるべき待遇向上策

リネンサプライ
仕上げ作業

厚生労働省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労及び特定技能１号に係るリネンサプライ分野における育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすること
を基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就
労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
①特定技能外国人又は育成就労外国人が目指すレベル（求められる役割・作業） ②習得する専門技能・日本語能力 ③キャリアアップに向けた経験（現場管理等）

育成就労実施者の要件

• 業界団体が定めた「衛生基準」の認定を受けた施設において育成就労外国人を受け入れることとしている
• 育成就労の協議会において協議が調った措置を講じる。育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う
• 育成就労雇用契約に基づき育成就労外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応

じ、当該育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当
該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供する

リネンサプライ 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より

※育成就労を行わせる事業所が、一般社団法人日本リネンサプライ協会が運用するリネンサプライ業に
係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準又は一般財団法人医療関連サービス振興会が運用する寝具類
洗濯業務に関する基準に適合する旨の認定を受けたものであること

出典：パブリックコメントHP「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に 基づきリネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準（案）について（概 要）」より

パブリックコメントにおける案
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工
業
製
品
製
造
業

業務区分
（主たる技能）

就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

17区分
（業務区分に
よる）

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育
機関等における
当該水準に相当
する日本語講習
の受講

技能検定
（基礎級）

又は

育成就労評価
試験（初級）

※業務区分、
主たる技能に
よる

A1相当以上

２年
1年経過時と

同様
A2.1相当以上 技能検定（３級）

又は

育成就労評価
試験（専門級）

又は

特定技能1号評
価試験

※業務区分、主
たる技能による

A2.2相当以上

1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元の育

成就労実施者が講じるべき待遇向上策

当該分野における全企業の賃上げ率（所定内
給与の定期昇給分及びベースアップ分）を基
準に育成就労の協議会で毎年設定する昇給
率によって、在籍する育成就労外国人の所定
内給与を１年目から２年目にかけて、昇給する。
※転籍制限期間を1年と設定する育成就労実
施者は待遇向上策を講じる義務は生じない。

経済産業省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る製造業分野における育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを
基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等
において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
①目指すレベル（求められる役割・作業） ②必要な技能・知識・資格とそのための研修・講習

育成就労実施者の要件

• 育成就労外国人受入事業実施法人(JAIM)に所属する。
• 育成就労外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、経済産業大臣が定める産業を行っている。
• 育成就労の協議会において協議が調った措置を講じる。
• 経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行う。

工業製品製造業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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工
業
製
品
製
造
業

業
務
区
分

主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語
能力水準

技能水準
日本語
能力水準

技能水準
日本語能力
水準

機
械
金
属
加
工

鋳鉄鋳物鋳造、非鉄金属鋳物鋳造、ハンマ型鍛
造、プレス型鍛造、ホットチャンバダイカスト、
コールドチャンバダイカスト、普通旋盤、フライ
ス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ、金属プ
レス、構造物鉄工、機械板金、治工具仕上げ、
金型仕上げ、機械組立仕上げ、機械検査、機械
系保全、電子機器組立て、回転電機組立て、変
圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御
器具組立て、回転電機巻線製作、圧縮成形、射
出成形、インフレーション成形、ブロー成形、手
積み積層成形、建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装、
噴霧塗装、工業包装 なし

A1相当以上

又は

認定日本語
教育機関等
における当該
水準に相当
する日本語
講習の受講

技能検定試験（基礎級）

A1相当
以上

技能検定試験（３級）

A2.2相当
以上

アルミニウム圧延・押出製品製造（引抜加工）、
アルミニウム圧延・押出製品製造（仕上げ）

アルミニウム圧延・押出製品製
造育成就労評価試験（初級）

アルミニウム圧延・ 押出製品製
造育成就労評価試験（専門級）

全体熱処理、表面熱処理（浸炭・浸炭窒化・窒
化）、部分熱処理（高周波熱処理・炎熱処理）

金属熱処理育成就労評価試
験（初級）

金属熱処理育成就労評価試験
（専門級）

手溶接、半自動溶接 溶接育成就労評価試験（初級） 溶接育成就労評価試験（専門級）

ビーズ法発泡スチロール成形
ビーズ法発泡スチロール成形
育成就労評価試験（初級）

ビーズ法発泡スチロール成形育
成就労評価試験（専門級）

プラスチック成形材料製造 
プラスチック成形材料製造育
成就労評価試験（初級）

プラスチック成形材料製造育成
就労評価試験（専門級）

工業製品製造業 育成就労 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

2026年度に追加が検討されている主な技能（機械金属加工）

• 真空成型
• フィルム加工（ドライラミネート、押出ラミネート、スリット、製袋、フラットヤーン）
• 航空機部品組立て

出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野にお
ける育成就労制度の受入れ対象について」より
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工
業
製
品
製
造
業

業
務
区
分

主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語能力水準 技能水準
日本語
能力水準

技能水準
日本語能力
水準

電
気
電
子
機
器
組
立
て

普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニン
グセンタ、治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組
立仕上げ、機械検査、機械系保全、電子機器組
立て、回転電機組立て、変圧器組立て、配電
盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転

電機巻線製作、プリント配線板設計、プリント
配線板製造、圧縮成形、射出成形、インフレー

ション成形、ブロー成形、手積み積層成形、工
業包装

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育
機関等における
当該水準に相当
する日本語講習
の受講

技能検定試験（基礎級）

A1相当
以上

技能検定試験（３級）

A2.2相当
以上ビーズ法発泡スチロール成形

ビーズ法発泡スチロール成
形育成就労評価試験（初級）

ビーズ法発泡スチロール成形
育成就労評価試験（専門級）

プラスチック成形材料製造 
プラスチック成形材料製造
育成就労評価試験（初級）

プラスチック成形材料製造育
成就労評価試験（専門級）

金
属
表
面
処
理

電気めっき、
溶融亜鉛めっき、
陽極酸化処理 

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

工業製品製造業 育成就労 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

2026年度に追加が検討されている主な技能（電気電子機器組立て）

• 真空成型
• フィルム加工（ドライラミネート、押出ラミネート、スリット、製袋、フラットヤーン）

2026年度に追加が検討されている主な技能（金属表面処理）

• バフ研磨
出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野にお
ける育成就労制度の受入れ対象について」より
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工
業
製
品
製
造
業

業務区分 主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語能力
水準

技能水準
日本語能
力水準

技能水準
日本語能力
水準

紙器・段ボール箱
製造

印刷箱打抜き、 印刷箱製箱、 
貼箱製造、 段ボール箱製造

なし

A1相当以上

又は

認定日本語

教育機関等

における当該

水準に相当

する日本語

講習の受講

技能検定試験（基礎級）

A1相当

以上

技能検定試験（３級）

A2.2相当

以上

コンクリート製品
製造

コンクリート製品製造
コンクリート製品製造育成就
労評価試験 （初級） 

コンクリート製品製造育成就労
評価試験 （専門級）

RPF製造 RPF製造
ＲＰＦ製造育成就労評価試験
（初級）

製造分野特定技能１号評価試験
（ＲＰＦ製造）

陶磁器製品製造 機械ろくろ成形、圧力鋳込み成形、
パッド印刷、排泥鋳込み成形

陶磁器工業製品製造育成就
労評価試験 （初級）

陶磁器工業製品製造育成就労
評価試験 （専門級）

印刷・製本
オフセット印刷、製本 技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

グラビア印刷
グラビア印刷育成就労評価
試験（初級）

グラビア印刷育成就労評価試
験（専門級）

工業製品製造業 育成就労 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

2026年度に追加が検討されている主な技能（紙器・段ボール箱製造）

・パルプ製造 ・紙製造（抄紙、仕上） ・貼合上流工程 ・貼合下流工程

2026年度に追加が検討されている主な技能（陶磁器製品製造）

・タイル成形 ・衛生陶器成形

出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野にお
ける育成就労制度の受入れ対象について」より
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工
業
製
品
製
造
業

業務区分 主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能水準
日本語能力水

準
技能水準

日本語能
力水準

技能水準
日本語能力
水準

紡織製品製造

糸浸染、織物・ニット浸染、
靴下製造、丸編みニット製造

なし

A1相当以上

又は

認定日本語
教育機関等
における当該
水準に相当
する日本語
講習の受講

技能検定試験（基礎級）

A1相当

以上

技能検定試験（３級）

A2.2相当

以上

紡績運転（前紡工程）、紡績運転
（精紡工程）、紡績運転（巻糸工程）、
紡績運転（合ねん糸工程） 

紡績運転育成就労評価試験
(初級) 

紡績運転育成就労評価試験（専
門級）

織布運転（準備工程）、織布運転
（製織工程）、織布運転（仕上工程 ）

織布運転育成就労評価試験
（初級）

織布運転育成就労評価試験（専
門級）

たて編ニット生地製造
たて編ニット生地製造育成就
労評価試験 （初級）

たて編ニット生地製造育成就労
評価試験 （専門級）

織じゅうたん製造、タフテッドカー
ペット製造、ニードルパンチカー
ペット製造

カーペット製造育成就労評価
試験（初級）

カーペット製造育成就労評価試
験（専門級）

製網 製網育成就労評価試験（初級） 製網育成就労評価試験（専門級）

染色（捺染） 
染色（捺染）育成就労評価試
験（初級）

染色（捺染）育成就労評価試験
（専門級）

縫製

婦人子供既製服縫製、 紳士既
製服製造、 寝具製作、 帆布製
品製造、 ワイシャツ製造

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

下着類製造
下着類製造育成就労評価
試験（初級） 

下着類製造育成就労評価試
験 （専門級）

自動車シート縫製
自動車シート縫製育成就
労評価試験（初級）

自動車シート縫製育成就労
評価試験（専門級）

タオル製造
タオル製造育成就労評価
試験（初級）

タオル製造育成就労評価試
験 （専門級）

カーテン縫製
カーテン縫製育成就労評
価試験（初級）

カーテン縫製育成就労評価
試験（専門級）

工業製品製造業 育成就労 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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工
業
製
品
製
造
業

業務区分 主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語能力
水準

技能水準
日本語
能力水準

技能水準
日本語
能力水準

電線・ケーブル
製造

電線・ケーブル製造

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教

育機関等におけ

る当該水準に相

当する日本語講

習の受講

電線・ケーブル製造育成就
労評価試験（初級）

A1相当

以上

電線・ケーブル製造育成就労
評価試験（専門級）

A2.2相当

以上

プレハブ住宅
製品製造

大工工事、タイル張り、普通旋
盤、金属プレス、構造物鉄工、機
械板金、建築塗装、金属塗装、
噴霧塗装

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

手溶接、半自動溶接
溶接育成就労評価試験
（初級）

溶接育成就労評価試験
（専門級）

コンクリート製品製造
コンクリート製品製造育成
就労評価試験（初級）

コンクリート製品製造育成就
労評価試験（専門級）

家具製造

金属プレス、機械板金、家具手
加工、圧縮成形、射出成形、イン
フレーション成形、ブロー成形、
金属塗装、噴霧塗装、工業包装

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

手溶接、半自動溶接
溶接育成就労評価試験
（初級）

溶接育成就労評価試験
（専門級）

家具組立て
家具組立て育成就労評価
試験（初級）

家具組立て育成就労評価試
験（専門級）

マットレス製造
マットレス製造育成就労評
価試験（初級）

マットレス製造育成就労評価
試験（専門級）

家具シート縫製
家具シート縫製育成就労
評価試験（初級）

家具シート縫製育成就労評
価試験（専門級）

工業製品製造業 育成就労 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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工
業
製
品
製
造
業

業務区分 主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準
日本語能
力水準

技能水準
日本語能力
水準

定形・不定形
耐火物製造

定形耐火物製造

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育

機関等における

当該水準に相当

する日本語講習

の受講

定形耐火物製造育成就労
評価試験（初級）

A1相当

以上

定形耐火物製造育成就労評
価試験（専門級）

A2.2相当

以上

不定形耐火物製造
不定形耐火物製造育成就
労評価試験（初級）

不定形耐火物製造育成就労
評価試験（専門級）

生コンクリート
製造

生コンクリート製造
生コンクリート製造育成就
労評価試験（初級） 

製造分野特定技能１号評価
試験（生コンクリート製造） 

ゴム製品製造
成形加工、押出し加工、混練り
圧延加工、複合積層加工 

ゴム製品製造育成就労評
価試験（初級）

ゴム製品製造育成就労評価
試験（専門級）

かばん製造 かばん製造 
かばん製造育成就労評価
試験（初級）

かばん製造育成就労評価試
験（専門級） 

工業製品製造業 育成就労 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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【参考：産業分類案】工業製品製造業 育成就労

出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野にお
ける育成就労制度の受入れ対象について」より
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【参考：産業分類案】工業製品製造業 育成就労

出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野にお
ける育成就労制度の受入れ対象について」より
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出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野にお
ける育成就労制度の受入れ対象について」より

【参考：産業分類案】工業製品製造業 育成就労



© JITCO 2026 29出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野における育成就労制度の受入れ対象について」より

【参考：産業分類案】工業製品製造業 育成就労



© JITCO 2026 30出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野における育成就労制度の受入れ対象について」より

【参考：産業分類案】工業製品製造業 育成就労



© JITCO 2026 31出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野における育成就労制度の受入れ対象について」より

【参考：産業分類案】工業製品製造業 育成就労



© JITCO 2026 32出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野における育成就労制度の受入れ対象について」より

【参考：産業分類案】工業製品製造業 育成就労



© JITCO 2026 33出典：経済産業省HP「工業製品製造業分野における育成就労制度の受入れ対象について」より

【参考：産業分類案】工業製品製造業 育成就労
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【参考：上乗せ要件（案）】工業製品製造業 育成就労
出典：経済産業省HP「繊維産業における外国人材の活用について」より

「中分類１１ 繊維工業」に該当する事業所



© JITCO 2026 35

【参考：上乗せ要件（案）】工業製品製造業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP 第8回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「特定技能
制度及び育成就労制度の上乗せ基準等（案）について」より

RPF製造業

ゴム製品製造業
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【参考：上乗せ要件（案）】工業製品製造業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP 第8回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「特定技能
制度及び育成就労制度の上乗せ基準等（案）について」より

こん包業

印刷・同関連業

金属熱処理業
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建
設

業務区分
（主たる技能）

就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

３区分
（業務区分に
よる）

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育
機関等における
当該水準に相当
する日本語講習
の受講

技能検定
（基礎級）

又は

育成就労評価
試験（初級）

※業務区分、
主たる技能に
よる

A1相当以上

２年
1年経過時と

同様
A2.1相当以上

技能検定（３級）

又は

育成就労評価
試験（専門級）

※業務区分、主
たる技能による

A2.2相当以上

1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元の

育成就労実施者が講じるべき待遇向上策

在籍する育成就労外国人の所定内賃金を１年
目から２年目にかけて、建設業の前年の平均
賃金の上昇率を基準に育成就労の協議会で
毎年設定される昇給率以上の昇給をする。

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る建設業分野における育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを
基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者
等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 

育成就労実施者の要件

• 建設業法第３条の許可を受けている
• 育成就労計画の申請日前５年以内又はその申請の日以後に建設業法に基づく監督処分（同法第29条第1項第５号による処分を除く。）を受けていない
• 育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、就労期間に応じた昇給その他の待遇の向上を行う
• 育成就労実施者及び受け入れる育成就労外国人を建設キャリアアップシステムに登録する
• 国土交通省が組織する育成就労の協議会に加入する。ただし、JAC（当該団体を構成する建設業者団体を含む。）に所属している育成就労実施者は育成就労の協

議会に加入しているものとみなす。
• 育成就労外国人の数が、育成就労実施者の常勤の職員（外国人技能実習生、育成就労外国人及び１号特定技能外国人を除く。） の総数を超えない。ただし、主務省

令の基準を満たす者（優良な育成就労実施者）はこの限りではない。
• 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。
• 建設分野での育成就労外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な対応を行う。

育成就労の内容に係る要件

育成就労実施者又は監理支援機関が行う入国後講習において、育成就労外国人に労働安全衛生に関する講習を受講させる。

建設 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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建
設

業
務
区
分

主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語
能力水準

技能水準
日本語
能力水準

技能水準
日本語能力
水準

土
木

パーカッション式さく井工事、ロータリー式
さく井工事、型枠工事、鉄筋組立て、とび、
コンクリート圧送工事、ウェルポイント工事、
構造物鉄工、建築塗装、鋼橋塗装

なし

A1相当以上

又は

認定日本語
教育機関等
における当該
水準に相当
する日本語
講習の受講

技能検定試験（基礎級）

A1相当
以上

技能検定試験（３級）

A2.2相当
以上

建設機械施工（押土・整地、積込み、掘削、
締固め）

建設機械施工育成就労評価
試験（初級）

建設機械施工育成就労評価試験
（専門級）

手溶接、半自動溶接 溶接育成就労評価試験（初級） 溶接育成就労評価試験（専門級）

管路更生
管路更生育成就労評価試験
（初級）

管路更生育成就労評価試験
（専門級）

鉄筋継手（圧接）
鉄筋継手育成就労評価試験
（初級）

鉄筋継手育成就労評価試験
（専門級）

建
築

内外装板金、ダクト板金、木製建具手加工、
大工工事、型枠工事、鉄筋組立て、とび、石
材加工、石張り、タイル張り、かわらぶき、
左官、プラスチック系 床仕上げ工事、カー
ペット系床 仕上げ工事、鋼製下地工事、
ボード仕上げ工事、カーテン工事、壁装、ビ
ル用サッシ施工、シーリング防水工事、コン
クリート圧送工事、築炉、構造物鉄工、建築
塗装、鋼橋塗装

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

手溶接、半自動溶接 溶接育成就労評価試験（初級） 溶接育成就労評価試験（専門級）

鉄筋継手（圧接）
鉄筋継手育成就労評価試験
（初級）

鉄筋継手育成就労評価試験
（専門級）

建設 育成就労 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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建
設

業
務
区
分

主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語
能力水準

技能水準
日本語
能力水準

技能水準
日本語能力
水準

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
・設
備

内外装板金、ダクト板金、冷凍空気調
和機器施工、建築配管、プラント配管、
保温保冷工事

なし

A1相当以上

又は

認定日本語
教育機関等
における当該
水準に相当
する日本語
講習の受講

技能検定試験（基礎級）

A1相当
以上

技能検定試験（３級）

A2.2相当
以上手溶接、半自動溶接 溶接育成就労評価試験（初級） 溶接育成就労評価試験（専門級）

電気設備施工
電気設備施工育成就労評価
試験（初級）

電気設備施工育成就労評価試験
（専門級）

建設 育成就労 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より



© JITCO 2026 40

造
船
・
舶
用
工
業

業務区分
（主たる技能）

就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

３区分
（業務区分に
よる）

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育
機関等における
当該水準に相当
する日本語講習
の受講

技能検定
（基礎級）

又は

育成就労評価
試験（初級）

※業務区分、
主たる技能に
よる

A1相当以上

２年
1年経過時と

同様
A2.1相当以上

技能検定（３級）

又は

育成就労評価
試験（専門級）

※業務区分、主
たる技能による

A2.2相当以上

1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元の

育成就労実施者が講じるべき待遇向上策

在籍する育成就労外国人の所定内賃金を１年
目から２年目にかけて、育成就労の協議会で
設定される昇給率（当該分野の中小企業の賃
上げ率を基準にした率）によって昇給する。

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る専門分野や日本語能力等の修得を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を
通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能
所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 基礎的な技能を修得し、上長からの指示に従い現場で単独で業務を行うことができるよう技能検定や溶接育成就労評価試験の合格を目指す。 
② 自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行し、又は、監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行するために必要な実務経験を得る。

育成就労実施者の要件

• 造船法第６条第１項の事業を営む者、小型船造船業法第２条第１項に規定する小型船造船業を営む者その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者である。
• 育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。
• 育成就労外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施する。
• 国土交通大臣の認める巡回確認機関により、職場における育成就労外国人の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成について確認を受ける。

造船・舶用工業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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造
船
・
舶
用
工
業

業
務
区
分

主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語
能力水準

技能水準
日本語
能力水準

技能水準
日本語能力
水準

造
船

建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装、噴霧塗装、
構造物鉄工、とび、建築配管、プラント配管、
ダクト板金、内外装板金、木製建具手加工、左官、
保温保冷工事、プラスチック系床仕上げ工事、
カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、
ボード仕上げ工事、カーテン工事、機械板金、
家具手加工

なし

A1相当以上

又は

認定日本語
教育機関等
における当該
水準に相当
する日本語
講習の受講

技能検定試験（基礎級）

A1相当
以上

技能検定試験（３級）

A2.2相当
以上

手溶接、半自動溶接 溶接育成就労評価試験（初級） 溶接育成就労評価試験（専門級）

舶
用
機
械

機械系保全、建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装、
噴霧塗装、構造物鉄工、治工具仕上げ、
金型仕上げ、機械組立仕上げ、普通旋盤、
フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ、
建築配管、プラント配管、鋳鉄鋳物鋳造、
非鉄金属鋳物鋳造、金属プレス、
手積み積層成形、ダクト板金、内外装板金、
保温保冷工事、機械板金、機械検査

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

手溶接、半自動溶接 溶接育成就労評価試験（初級） 溶接育成就労評価試験（専門級）

舶
用
電
気
電
子
機
器

機械系保全、普通旋盤、フライス盤、
数値制御旋盤、マシニングセンタ、
回転電機組立て、変圧器組立て、
配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、
回転電機巻線製作、金属プレス、
電子機器組立て、プリント配線板設計
プリント配線板製造、建築配管、プラント配管、
機械板金、機械検査

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

造船・舶用工業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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自
動
車
整
備

業務区分
（主たる技能）

就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

２区分
（業務区分に
よる）

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育
機関等における
当該水準に相当
する日本語講習
の受講

育成就労評価
試験（初級）

※業務区分、
主たる技能に
よる

A1相当以上

２年
1年経過時と

同様
A2.1相当以上

育成就労評価
試験（専門級）

※業務区分、主
たる技能による

A2.2相当以上

1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元の

育成就労実施者が講じるべき待遇向上策

在籍する育成就労外国人の所定内賃金を１年目
から２年目にかけて、育成就労の協議会で設定さ
れる昇給率（自動車整備分野における育成就労実
施者の賃上げ率（所定内給与の定期昇給分及び
ベースアップ分。より高い昇給率となるよう育成
就労外国人のみの賃上げ率及び日本人を含む賃
上げ率のいずれも考慮する。）を基準にする率）に
よって昇給する。

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る自動車整備業務又は車体整備業務においてのキャリアを形成するために
必要な事項を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、
自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・
評価等を行うための指針とする。 
①専門的な技能 ②日本語能力その他キャリア形成に必要な事項

育成就労実施者の要件

• 育成就労の協議会に対し必要な協力を行う。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し必要な協力を行う。
• 認証工場である。ただし、対象とする業務区分が自動車整備である場合には、当該認証工場は対象とする自動車が二輪車のみでないこと又は対象とする装置に制

限がないこと。
• 育成就労指導員は次のいずれかに該当するものである。

ⅰ １級又は２級の自動車整備士の技能検定に合格した者
ⅱ ３級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し３年以上の実務の経験を有する者（自動車整備業務区分に限る。）
ⅲ 自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者（車体整備業務区分に限る。）

• 育成就労外国人の当該育成就労実施者における自動車整備分野に係る実務経験を証する書面を交付する。

自動車整備 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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自
動
車
整
備

監理支援機関の要件

• 育成就労の協議会に加入する。
• 育成就労の協議会に対し必要な協力を行う。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し必要な協力を行う。
• 育成就労計画作成指導者は次のいずれかに該当するものである。

ⅰ １級又は２級の自動車整備士の技能検定に合格した者
ⅱ 自動車整備士の養成施設において５年以上の指導に係る実務の経験を有する者
ⅲ ３級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し３年以上の実務の経験を有する者（自動車整備業務区分に限る。）
ⅳ 自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者（車体整備業務区分に限る。）

育成就労の内容にかかる要件

入国後講習において、自動車整備分野に関する講習（国土交通大臣が指定する教材を使用して、自動車整備に関する基礎的な知識を習得させる
ものに限る。）を実施する。

自動車整備 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

自
動
車
整
備

業務区分 主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語
能力水準

技能水準
日本語
能力水準

技能水準
日本語能力
水準

自動車整備 自動車整備

なし

A1相当以上

又は

認定日本語
教育機関等
における当該
水準に相当
する日本語
講習の受講

自動車整備業務育成就労評価
試験（初級）

A1相当
以上

自動車整備業務育成就労評価
試験（専門級）

A2.2相当
以上

車体整備 車体整備
車体整備業務育成就労評価試
験（初級）

車体整備業務育成就労評価試
験（専門級）

※緑字は新規追加
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宿
泊

業務区分
就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

宿泊

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育
機関等における
当該水準に相当
する日本語講習
の受講

宿泊分野育成
就労評価試験
（初級）

A1相当以上

１年
1年経過時と

同様
A2.1相当以上

宿泊分野特定技能
1号評価試験

A2.2相当以上

1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元の

育成就労実施者が講じるべき待遇向上策

主たる技能

宿泊

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る日本で働きながら目指すべき姿を見据えた中長期的なキャリアパスに合わせた育成・支援に向けて策定する育成・キャリア形成プロ
グラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・
育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 資格取得 ② 日本語能力 ③マネジメント経験

育成就労実施者の要件

• 旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当する。
ⅰ 旅館業法第３条第１項の旅館・ホテル営業の許可を受けている。
ⅱ 育成就労外国人を、風営法第２条第６項第４号に規定する施設において就労させないこととしている。
ⅲ 育成就労外国人に、風営法第２条第３項に規定する接待を行わせないとしている。なお、その確実な履行を図るため、必要な措置を講じる。
• 育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。

宿泊 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

技能実習で求めていた食品衛生法に基づく飲食店営業の許可については、育成就労外国人に
レストランサービスを行わせる場合には当然の前提となるため、上乗せ基準とはしない。

出典：出入国在留管理庁HP 第8回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「特定技能
制度及び育成就労制度の上乗せ基準等（案）について」より
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鉄
道

業務区分
（主たる技能）

就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

６区分
（業務区分に
よる）

なし

A1相当以上又は
A2.2相当以上
(業務区分による)

又は

認定日本語教育機
関等における当該
水準に相当する日
本語講習の受講

育成就労評価
試験（初級）

※業務区分、
主たる技能に
よる

A1相当以上
又は
A2.2相当以上
※業務区分に
よる

１年
1年経過時

と同様

A2.1相当以上
（運輸係員以外）
又は
A2.2相当以上
（運輸係員の場合）

育成就労評価
試験（専門級）

※業務区分、主
たる技能による

A2.2相当以上
又は
B1相当以上
※業務区分に
よる

1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元の

育成就労実施者が講じるべき待遇向上策

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号に係る鉄道分野における育成・キャリア形成プログラムは、特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成
就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計
画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 

育成就労実施者の要件

• 鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備、車両の製造又は駅若しくは車両の清
掃に係る事業を営む者である。

• 育成就労の協議会において協議が調った措置を講じる。育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。
• 運輸係員の業務区分の育成就労外国人に対し、日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するために認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において、

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第13条第２項第８号に規定する授業時間数に加え、追加で50時間以上の授業
時間数（合計して150 時間以上の授業時間数。入国後講習において、又は過去６か月以内に、本邦外において、育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の
目標を達成するために認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。）授業科目を受講させる。ただし、試験
その他の評価方法により「日本語教育の参照枠」Ｂ１相当以上の水準を有していることが証明されている者に対しては、この限りではない。

育成就労外国人の要件

運輸係員の業務区分の育成就労外国人は、入国時に「日本語教育の参照枠」のＡ１相当以上の水準と認められる試験に合格している。

鉄道 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より



© JITCO 2026 46

鉄道 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

鉄
道

業務区分 主たる技能
就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語能力水準 技能水準
日本語能力
水準

技能水準
日本語能力
水準

軌道整備 軌道整備

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育機

関等における当該

水準に相当する日

本語講習の受講

鉄道分野育成就労評価試験
（軌道整備）（初級）

A1相当
以上

鉄道分野特定技能1号評価試験
（軌道整備）

A2.2相当
以上

電気設備整備 電気設備整備
鉄道分野育成就労評価試験
（電気設備整備）（初級）

鉄道分野特定技能1号評価試験
（電気設備整備）

車両整備 車両整備
鉄道分野育成就労評価試験
（車両整備）（初級）

鉄道分野特定技能1号評価試験
（車両整備）

車両製造 車両製造
鉄道分野育成就労評価試験
（車両製造）（初級）

鉄道分野特定技能1号評価試験
（車両製造）

運輸係員 駅係員作業

A2.2相当以上

又は

認定日本語教育機

関等における当該

水準に相当する日

本語講習の受講

鉄道分野育成就労評価試験
（駅係員作業）（初級）

A2.2相当
以上

鉄道分野育成就労評価試験
（駅係員作業）（専門級）

B1相当
以上

駅・車両清掃 駅・車両清掃

A1相当以上

又は

認定日本語教育機

関等における当該

水準に相当する日

本語講習の受講

鉄道分野育成就労評価試験
（駅・車両清掃）（初級）

A1相当
以上

鉄道分野特定技能1号評価試験
（駅・車両清掃）

A2.2相当
以上

※緑字は新規追加

入国時：A1相当以上の合格

→就労開始までに：A2.2相当以上の合格またはA2.2相当以上の講習の受講

→1年経過時：A2.2相当以上の合格 → 育成終了時：B1相当以上

運輸係員の場合（日本語能力水準）



© JITCO 2026 47

物
流
倉
庫

業務区分
就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

物流倉庫

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教
育機関等におけ
る当該水準に相
当する日本語講
習の受講

物流倉庫分野
育成就労評価
試験（初級）

A1相当以上

１年
1年経過時と

同様
A2.1相当以上

物流倉庫分野特定
技能1号評価試験

A2.2相当以上主たる技能
1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元
の育成就労実施者が講じるべき待遇向上策

物流倉庫

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労及び特定技能１号に係るキャリアステップの概要を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとする
ことを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就
労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 講習受講・資格取得 ② 日本語能力 ③マネジメント経験

育成就労実施者の要件

• 倉庫業法の規定に基づき国土交通大臣による倉庫業の登録を受けた倉庫業者であって、倉庫作業を自ら実施する者、当該倉庫業者との間の業務委託に基づき
当該倉庫業者が占有する営業用の倉庫において倉庫作業を実施する者又は貨物自動車運送事業法の規定に基づき国土交通大臣による一般貨物自動車運送事
業の許可若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者であって、その占有する倉庫において倉庫作業を自ら実施する者若しくはその事業に関連して他
人の需要に応じ、有償で倉庫作業を実施する者である。

• 生産性や労働安全衛生の向上に資するものとして、入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を持つシステムやこれに準ずるシステムを利活用する。併せて、当
該システムと連携することで機能を拡充させ、 一層の作業の省力化及び労働安全性の向上を図ることのできる機器又はシステムの利活用を継続して行う。これ
らの利活用の状況について育成就労の協議会において定める方法により、協議会の入会から概ね１年を目途に事業者から協議会へ報告し、確認を受ける。

• 育成就労の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じる。育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。
• 育成就労雇用契約に基づき育成就労外国人を物流倉庫分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対し、

当該契約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供する。

監理支援機関の要件

• 育成就労の協議会の構成員である。育成就労の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じる。 育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。

物流倉庫 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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農
業

業務区分
（主たる技能）

就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

２区分
（業務区分に
よる）

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育機
関等における当該
水準に相当する日
本語講習の受講

育成就労評価
試験（初級）

A1相当以上

１年
1年経過時

と同様
A2.1相当以上

育成就労評価
試験（専門級）

A2.2相当以上1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元の

育成就労実施者が講じるべき待遇向上策

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る講習受講・資格取得等を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫した
ものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、
育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 講習受講・資格取得 ② 日本語能力 ③マネジメント経験

育成就労外国人の雇用形態

農業分野の事業者を育成就労実施者とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者を育成就労実施者として、外国人を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態

育成就労実施者等の要件

• 労働時間、休日、休憩及び時間外の割増賃金に係る待遇について、労働基準法に準拠している。
• 直接雇用形態の場合、育成就労実施者となる事業者は、労働者を６月以上雇用した経験又はこれに準ずる経験がある。
• 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たす。

ⅰ 育成就労実施者となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており育成就労外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有して
いる。 

ⅱ 外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を６月以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者である。
• 育成就労実施者及び派遣先事業者は、育成就労の協議会に対し必要な協力を行う。
• 育成就労実施者及び派遣事業者は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行う。
• 育成就労実施者は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する。

育成就労の内容にかかる要件

入国後講習において「農作業安全に関する指導者」等による講習を受講させる。

農業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

【パブリックコメントにおける案】 農林水産省組織令第87条に規定する農林水産研修所が実施する
労働安全衛生規則第35条第1項各号に掲げる事項に関する研修を受講した者

出典：パブリックコメントHP 「外国人の育成就労の適正な実施及び育
成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき農業分野
に特有の事情に鑑みて告示で定める基準案について 」より
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農業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

農
業

業務区分 主たる技能
就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語能力水準 技能水準
日本語能力
水準

技能水準
日本語能力
水準

耕種農業

施設園芸

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育機

関等における当該

水準に相当する日

本語講習の受講

育成就労評価試験（初級）
（施設園芸）

A1相当
以上

育成就労評価試験（専門級）
（施設園芸）

A2.2相当
以上

稲作・畑作
育成就労評価試験（初級）
（稲作・畑作）

育成就労評価試験（専門級）
（稲作・畑作）

果樹
育成就労評価試験（初級）
（果樹）

育成就労評価試験（専門級）
（果樹）

畜産農業

養豚
育成就労評価試験（初級）
（養豚）

育成就労評価試験（専門級）
（養豚）

家きん
育成就労評価試験（初級）
（家きん）

育成就労評価試験（専門級）
（家きん）

養牛
育成就労評価試験（初級）
（養牛）

育成就労評価試験（専門級）
（養牛）

※緑字は新規追加や変更
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漁
業

業務区分
（主たる技能）

就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

２区分
（業務区分に
よる）

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育機
関等における当該
水準に相当する日
本語講習の受講

育成就労評価
試験（初級）

A1相当以上

１年
1年経過時

と同様
A2.1相当以上

1号漁業特定
技能評価試験

A2.2相当以上1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元の

育成就労実施者が講じるべき待遇向上策

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る漁業分野における育成・キャリア形成プログラムは、特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技
能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け
入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 

漁業分野の事業者を育成就労実施者とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者を育成就労実施者として、外国人を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態

育成就労実施者の要件

• 育成就労の協議会において協議が調った措置を講じる。育成就労の協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行う。
• 労働者派遣形態の場合、育成就労実施者となる労働者派遣事業者は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に

関連する業務を行っている者が関与するものに限る。

派遣先事業者の要件

育成就労の協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行う。

漁業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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漁
業

監理支援機関の要件

• 育成就労外国人が乗り組む漁船と監理支援機関との間で無線その他の通信手段が確保されている。
• 育成就労の協議会の構成員になる。
• 育成就労外国人に係る労働時間、休日、休憩その他の待遇等について、育成就労の協議会において協議が調った措置を講じる。
• 育成就労の協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行う。
• 漁業の業務区分における監理支援機関は、漁業協同組合又は船員職業安定法第34条に基づく船員職業紹介事業の許可を有する法人とする。
• 漁業の業務区分における監理型育成就労の実施状況については、次の方法により確認するとともに、監理事業を行う事務所に、書類（電磁的記録を含む。 以下同

じ。）として備え置くこととする。
ⅰ 育成就労指導員から、毎日（監理型育成就労が船上において実施されない日を除く。）１回以上、各漁船における監理型育成就労の実施状況について無線その

他の通信手段を用いて報告を受けると共に、報告の内容について記録した書類を作成する。
ⅱ 監理型育成就労外国人から、毎月（監理型育成就労が船上において実施されない月を除く。）１回以上、監理型育成就労の実施状況に係る文書の提出を受ける。

• 漁業の業務区分における監理支援機関に係る許可の基準となる申請者の常勤の役員又は職員（監理支援の実務に従事する者に限る。）の数については、 次のい
ずれの数も超えていることとする。
ⅰ 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を16で除して得た数（その数が１未満である場合には、１とする。）
ⅱ 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている監理型育成就労外国人の数を32で除して得た数（その数が１未満である場合には、１とする。）。

その他の要件

• 漁業の業務区分における漁船に乗り組む育成就労外国人の１隻当たりの人数は、当該漁船に乗り組むこととしている申請者の乗組員（育成就労外国人を除く。）
の人数の範囲内で、次に定めるとおりとする。
ⅰ 単独型育成就労（ⅲに掲げる単独型育成就労を除く。）について６人
ⅱ 監理型育成就労（ⅳに掲げる監理型育成就労を除く。）について６人
ⅲ 単独型育成就労（申請者が外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則（以下、「規則」という。）第19条第１項第２号の

基準に適合する者である場合に限る。）について 12 人
ⅳ 監理型育成就労（申請者が規則第19条第１項第２号の基準に適合する者であり、かつ、監理支援機関が規則第19条第２項第３号の基準に適合する者である場

合に限る。）について 12 人 
• 養殖の業務区分において、申請者が法人でない場合（監理型育成就労に係るものである場合にあっては、申請者が法人でなく、監理支援機関が漁業協同組合で

ある場合）にあっては、次に定めるとおりとする。
ⅰ 単独型育成就労（ⅲに掲げる単独型育成就労を除く。）について６人
ⅱ 監理型育成就労（ⅳに掲げる監理型育成就労を除く。）について６人
ⅲ 単独型育成就労（申請者が規則第19条第１項第２号の基準に適合する者である場合に限る。）について 12 人
ⅳ 監理型育成就労（申請者が規則第19条第１項第２号の基準に適合する者であり、かつ、監理支援機関が規則第19条第２項第３号の基準に適合する者である場

合に限る。）について 12 人

漁業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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漁業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

漁
業

業務区分 主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語能力水準 技能水準
日本語能力
水準

技能水準
日本語能力
水準

漁業

漁船漁業における、漁具
の作成・補修、漁具・ 漁
労機器の操作、漁獲物の
処理、安全衛生

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育機

関等における当該

水準に相当する日

本語講習の受講

漁業育成就労評価試験
（初級）

A1相当
以上

１号漁業特定技能評価試験
（漁業）

A2.2相当
以上

養殖業

養殖業における、養殖水
産物の取扱い、漁具の作
成・補修・管理、漁具の整
理・整頓、安全衛生

養殖業育成就労評価試験
（初級）

１号漁業特定技能評価試験
（養殖業）

※緑字は新規追加や変更
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飲
食
料
品
製
造
業

業務区分
（主たる技能）

就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

２区分
（業務区分に
よる）

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育機
関等における当該
水準に相当する日
本語講習の受講

育成就労評価
試験（初級）

又は

技能検定試験
基礎級

A1相当以上

２年
1年経過時

と同様
A2.1相当以上

特定技能1号
評価試験

又は

育成就労評価
試験（専門級）

又は

技能検定試験
3級

A2.2相当以上

1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元の

育成就労実施者が講じるべき待遇向上策

育成就労の協議会が当該分野における育成就
労実施者の賃上げ率（所定内給与の定期昇給分
及びベースアップ分。より高い昇給率となるよ
う育成就労外国人のみの賃上げ率も必要に応
じて考慮する。）を基準に毎年設定する昇給率
によって、在籍する育成就労外国人の所定内賃
金を1年目から2年目にかけて、昇給する。

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る飲食料品製造業分野における育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものと
することを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成
就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。
①各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数 ②レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など

育成就労実施者の要件

• 農産物漬物製造を主たる技能とする場合は、次に掲げる要件を満たす事業所であること。
ⅰ 農産物漬物製造について、周年操業している施設である。
ⅱ 漬物製造管理士２級以上の有資格者が在籍している育成就労実施者である。
ⅲ 水産物を加えた場合は、水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。

• 育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行う。
• 育成就労外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明する。
• 育成就労外国人が業務に従事する事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、特定のものを行っている。

飲食料品製造業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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【参考】飲食料品製造業 育成就労
出典：パブリックコメントHP「外国人の育成就労の適正な実施及び育
成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき飲食料品
製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準案について 」より

パブリックコメントにおける案：飲食料品製造業分野として雇用できる産業

〇中分類０９ 食料品製造業
〇小分類１０１ 清涼飲料製造業
〇小分類１０３ 茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く）
〇小分類１０４ 製氷業
〇小分類583 食肉小売業（ただし、食料品製造を行うものに限る）
〇細分類５６２１ 総合スーパーマーケット（ただし、食料品製造を行うものに限る）
〇細分類５８１１ 食料品スーパーマーケット（ただし、食料品製造を行うものに限る）
〇細分類５８６１ 菓子小売業（製造小売）
〇細分類５８６３ パン小売業（製造小売）
〇細分類５８９６ 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業（ただし、豆腐・かまぼこ等加工

食品の製造を行うものに限る）
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飲食料品製造業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

飲
食
料
品
製
造
業

業務区分 主たる技能
就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語能力水準 技能水準
日本語能力
水準

技能水準
日本語能力
水準

飲食料品製造業
（飲食料品（酒類
を除く。）の製造・ 
加工及び安全衛
生の確保）

飲食料品製造業全般

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育
機関等における
当該水準に相当
する日本語講習
の受講

飲食料品製造業育成就労評
価試験（初級）

A1相当
以上

飲食料品製造業特定技能１
号評価試験

A2.2相当
以上

缶詰巻締
缶詰巻締育成就労評価試験
（初級）

缶詰巻締育成就労評価試験
（専門級）

食鳥処理加工
食鳥処理加工育成就労評価
試験（初級）

食鳥処理加工育成就労評価
試験（専門級）

牛豚部分肉製造 牛豚食肉処理加工育成就労
評価試験（初級）

牛豚食肉処理加工育成就労
評価試験（専門級）牛豚精肉商品製造

惣菜製造
惣菜製造育成就労評価試験
（初級）

惣菜製造育成就労評価試験
（専門級）

農産物漬物製造
農産物漬物製造業育成就労
評価試験（初級）

農産物漬物製造業育成就労
評価試験（専門級）

ハム・ソーセージ・ ベー
コン製造

技能検定基礎級 技能検定３級

パン製造 技能検定基礎級 技能検定３級

水産加工業
（水産加工品の製
造・加工及び安全
衛生の確保） 

水産加工品製造（保蔵の
ための処理として加熱
処理・脱水処理・低温処 
理の３つから選択） 

水産加工育成就労評価試験
（初級）

水産加工育成就労評価試験
（専門級）

水産練り製品製造 技能検定基礎級 技能検定３級

※緑字は新規追加や変更
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【参考】飲食料品製造業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP 第6回特定技能制度及
び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に
関する有識者会議「資料1-3 育成就労制度の受入
れ対象分野 育成イメージ」より

育成就労制度における育成イメージ（水産加工区分） ※2025年8月時点
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外
食
業

業務区分
就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

外食業

なし

A1相当以上
又は

認定日本語教
育機関等にお
ける当該水準
に相当する日
本語講習の受
講

育成就労評価
試験（初級）

A1相当以上

２年
1年経過時と
同様

A2.1相当以上

特定技能1号
評価試験
又は
育成就労評価
試験（専門級）

A2.2相当以上

1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元

の育成就労実施者が講じるべき待遇向上策主たる技能

育成就労の協議会が外食業分野における育成
就労実施者の賃上げ率（所定内給与の定期昇
給分及びベースアップ分。より高い昇給率とな
るよう育成就労外国人のみの賃上げ率も必要
に応じて考慮する。）を基準に毎年設定する昇
給率によって、在籍する育成就労外国人の所定
内賃金を1年目から2年目にかけて、昇給する。

２技能

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る外食業分野の人材育成を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通
貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定
技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
①各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数 ②レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など

育成就労実施者の要件

• 育成就労外国人に対して、風俗営業法第２条第１項に規定する風俗営業を営む営業所において就労を行わせない。ただし、旅館・ホテル営業（旅
館業法第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業をいう。）の形態で旅館業を営み、かつ、同法第３条第１項の旅館・ホテル営業の許可を受けてい
る場合はこの限りでない。

• 育成就労外国人に対して、風俗営業法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労を行わせない。
• 育成就労外国人に対して、接待を行わせない。なお、 その確実な履行を図るため、必要な措置を講じる。
• 育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行う。 

外食業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より
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外食業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

外
食
業

業務区分 主たる技能

就労開始までに 1年経過時 育成終了時

技能
水準

日本語能力水準 技能水準
日本語能力
水準

技能水準
日本語能力
水準

外食業

外食業

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育機

関等における当該

水準に相当する日

本語講習の受講

外食業育成就労評価試験
（初級）

A1相当
以上

外食業特定技能１号評試験

A2.2相当
以上

医療・福祉施設給食製造
医療・福祉施設給食製造
育成就労評価試験（初級）

医療・福祉施設給食製造育
成就労評価試験（専門級） 

医学的な管理等を必要とする者に対する食事を継続的に1回100食以上又は1日250食以上
提供する施設であり、医療施設又は福祉施設（利用者の居宅においてサービスを提供する業務
を除く。以下「医療施設等」という。）に設置される特定給食施設であること（※）を原則とする。

※医学的な管理等を必要とする者とは、医療施設等に入院等する者をいう。
※医療施設等が直営で製造する食事及び受託業者が医療施設等で製造する食事である。受託

業者が所有する給食施設で製造する食事を除く。
※管理栄養士又は栄養士を配置している医療施設等に限る。

出典：出入国在留管理庁HP 第8回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「特定技能
制度及び育成就労制度の上乗せ基準等（案）について」より

（上乗せ要件案）主たる技能を医療・福祉施設給食製造とする場合
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林
業

業務区分
就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

林業

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育

機関等における

当該水準に相当

する日本語講習

の受講

技能検定（林業
職種）基礎級

A1相当以上

１年
1年経過時と
同様

A2.1相当以上

技能検定（林
業職種）３級

A2.2相当以上
1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元

の育成就労実施者が講じるべき待遇向上策主たる技能

育林、素材生産

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１に係る技能や日本語能力の育成及び能力に基づくキャリアステップを内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就
労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、
特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
①講習受講や資格取得に関する事項 ②日本語能力の育成に関する事項

育成就労実施者の要件

• 育成就労１年経過時までに46時間以上、また育成就労終了時までに追加で97時間以上を標準とする育林・素材生産作業に関する基礎的な知識を習得させる 
講習（座学、見学及び実地訓練を含む。）を実施し、その習熟度について、チェックリストにより確認する。なお、転籍により受け入れた育成就労外国人については、
転籍前の育成就労実施者が実施した講習やチェックリストによる確認は省略することができるものとする。

• 次のいずれかである。
ⅰ 林業労働力の確保の促進に関する法律第５条第１項の認定を受けている者
ⅱ 森林経営管理法第36条第２項の規定により公表 されている民間事業者
ⅲ 森林経営管理法第44条第２項の規定により公表されている民間事業者 

• 育成就労外国人が作業に従事する現場においては、緊急時における連絡体制が整備されており、伐木作業に従事する現場においては、緊急時に指示が出せる 
範囲内に育成就労指導員を配置する。

• 育成就労外国人の受入れ数は、育成就労外国人の総数が常勤職員の総数を超えない。
• 育成就労外国人の講習習熟度の確認を行ったチェックリストについて、事業所において備え置く。
• 育成就労実施者は、育成就労の協議会において協議が調った措置を講じる。育成就労の協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要

な協力を行う。
• 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行う。
• 育成就労指導員は１級又は２級の林業技能士等である。ただし、令和10年度末までは経過措置として、育林・素材生産作業について７年以上の実務経験を有する

者又はフォレストリーダー登録者も含むこととする。

林業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より

パブリックコメントにおける案：
常勤職員（外国にある事業所に所属する常勤の職員、
育成就労外国人及び1号特定技能外国人を含まない）

出典：パブリックコメントHP 「 「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等案」及び「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成二年法務省令第十六号）の表の法別表第一の二の表の特定
技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令（平成三十一年法務省令第五号）第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示案」の概要について 」より
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木
材
産
業

業務区分
就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

木材産業

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育

機関等における

当該水準に相当

する日本語講習

の受講

木材産業育成
就労評価試験
（初級）

A1相当以上

１年
1年経過時と
同様

A2.1相当以上

木材産業特定
技能1号評価
試験

A2.2相当以上
1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元

の育成就労実施者が講じるべき待遇向上策主たる技能

木材加工

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１に係る中長期的なキャリアパスを示した木材産業分野における育成・キャリア形成プログラムは、特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすること
を基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実
施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 

育成就労実施者の要件

• 育成就労の協議会において協議が調った措置を講じる。
• 育成就労の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行う。
• 育成就労外国人が業務に従事する事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、特定のものを行っている。

木材産業 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より

〇育成就労外国人を勤務させる事業所において「農林水産業・食品
産業の作業安全のための規範」に基づく取組を行うこと

〇当該取り組み状況について、協議会入会時及び概ね2年ごとに、
一般社団法人全国木材組合連合会による確認を受けること

出典：出入国在留管理庁HP 第8回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「特定技能
制度及び育成就労制度の上乗せ基準等（案）について」より

（上乗せ要件案）
【パブリックコメントにおける案】
⚫ 小分類１２１ 製材業、木製品製造業
⚫ 細分類１２２２ 合板製造業
⚫ 細分類１２２３ 集成材製造業
⚫ 細分類１２２４ 建築用木製組立材料製造業
⚫ 細分類１２２７ 銘木製造業
⚫ 細分類１２２８ 床板製造業

出典：パブリックコメントHP 「外国人の育成就労の適正な実施及び育
成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき木材産業
分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準案について 」より
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資
源
循
環

業務区分
就労開始までに 1年経過時 本人意向による転籍 育成終了時

技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準 制限期間 技能水準 日本語能力水準 技能水準 日本語能力水準

廃棄物処分業
（中間処理）

なし

A1相当以上

又は

認定日本語教育

機関等における

当該水準に相当

する日本語講習

の受講

資源循環分野
育成就労評価
試験（初級）

A1相当以上

２年
1年経過時と
同様

A2.1相当以上

資源循環分野
特定技能1号
評価試験

A2.2相当以上

1年を超える転籍制限期間を設定した転籍元

の育成就労実施者が講じるべき待遇向上策主たる技能

育成就労の協議会が当該分野における育成就
労実施者の賃上げ率（所定内給与の定期昇給
分及びベースアップ分。より高い昇給率となる
よう育成就労外国人のみの賃上げ率も必要に
応じて考慮する。）を基準に毎年設定する昇給
率によって、在籍する育成就労外国人の所定内
賃金を1年目から2年目にかけて、昇給する。

廃棄物処分業
（中間処理）

環境省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労及び特定技能１に係る必要な技能・知識等を内容とする資源循環分野における育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫し
たものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機
関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
①特定技能外国人又は育成就労外国人が目指すレベル（求められる役割・作業） ②修得する専門技能 ③キャリアアップに向けた経験（現場管理等）

育成就労実施者の要件

• 育成就労実施者が別添（次頁を参照）のいずれかに該当する者である。
• 育成就労の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じる。
• 育成就労の協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行う。
• 環境省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行う。

資源循環 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より
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資源循環 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」 という。）第７条
第12項に規定する一般廃棄物処分業者（廃棄物処理法第７条第６項ただし
書の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第２条の３第１号及び第２
号で定める者を含む。）、廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄
物処分業者又は廃棄物処理法第14条の４第12項に規定する特別管理産業
廃棄物処分業者であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６
条の11第２号又は第６条の14第２号に掲げる者又はこれに相当する者

2. 廃棄物処理法第９条の８第1項又は第15条の４の２第１項に規定する再生利
用認定業者

3. 廃棄物処理法第９条の９第1項又は第15条の４の３第１項に規定する広域的
処理認定業者又はその委託を受けて当該認定に係る処理（一般廃棄物又は
産業廃棄物の処分に該当するものに限る。）を業として実施する者（廃棄物
処理法第９条の９第２項第２号又は第15条の４の３第２項第２号に規定する
者である者に限る。）

4. 廃棄物処理法第９条の10第1項又は第15条の４の４第１項に規定する無害
化処理認定業者

5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第16条第１項
に規定する認定特定事業者、同法第21条第１項に規定する指定法人（以下８
において「指定法人」という。）又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合
物の再商品化に必要な行為（一般廃棄物の再生に該当するものに限る。）を
業として実施する者（当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、
同法第15条第２項第６号に規定する者である者に限る。）

6. 特定家庭用機器再商品化法第23条第１項の認定を受けた製造業者等、同法
第3条に規定する指定法人又はこれらの者の委託を受けて特定家庭用機器
廃棄物の再商品化等に必要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該
当す るものに限る。）を業として実施する者（当該認定を受けた製造業者等
から委託を受ける者にあっては、同法第23条第２項第２号に規定する者で
ある者に限る。）

別添：以下のいずれかに該当する
7. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第11条第１項に規定

する認定事業者又はその委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に
必要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。）を業
として実施する者（同法第11第４項第１号に規定する認定計画に記載された
同法第10条第２項第６号に規定する者に限る。）

8. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（以下「プラスチック資源
循環促進法」という。）第32条の規定により市町村の委託を受けて分別収集
物の再商品化に必要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するも
のに限る。）を実施する指定法人又はその再委託を受けて分別収集物の再商
品化に必要な行為を業として実施する者

9. プラスチック資源循環促進法第34条第４項第１号の認定に係る再商品化計画
（以下 「認定再商品化計画」という。）に従って分別収集物の再商品化に必要
な行為を業として実施する者（認定再商品化計画に記載された第33条第２項
第６号に規定する者に限る。）

10.プラスチック資源循環促進法第40条第１項に規定する認定自主回収・再資源
化事業者又はその委託を受けて使用済プラスチック使用製品の再資源化に必
要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。）を業と
して実施する者（プラスチック資源循環促進法第40条第４項に規定する認定
自主回収・再資源化事業計画に記載されたプラスチック資源循環促進法第39
条第２項第５号に規定する者に限る。）

11.プラスチック資源循環促進法第49条第１項に規定する認定再資源化事業者
又はその委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要
な行為（産業廃棄 物の処分に該当するものに限る。）を業として実施する者
（プラスチック資源循環促進法第49条第４項に規定する認定再資源化事業計
画に記載されたプラスチック資源循環促進法第48条第２項第６号に規定する
者に限る。）

12.資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令和６年法
律第41号）第12条第１項に規定する認定高度再資源化事業者若しくはその委
託を受けて再資源化に必要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当
するものに限る。）を業として実施する者（同法第12条第３項に規定する認定
高度再資源化事業計画に記載された同法第11条第２項第６号に規定する者
に限る。）又は同法第17条第１項に規定する認定高度分離・回収事業者
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【参考：上乗せ基準案】資源循環 育成就労
出典：出入国在留管理庁HP 第7回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「資料２ 特
定技能制度及び育成就労制度の上乗せ基準等（案）について」より

上乗せ基準（案）

【事業者の範囲の限定】

〇次のいずれかの事業者であること
① 一般廃棄物処理業の許可等を受けた者、

産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄
物処理業の許可を受けた者であって、
「優良産廃処理業者認定制度」の認定を
受けた者又はそれに相当する者

② 廃棄物処理法に基づく再生利用認定若し
くは広域認定事業者、又は「資源循環の促
進のための再資源化事業等の高度化に関
する法律」に基づく認定高度再資源化事業
者等の廃棄物関連法の大臣認定に基づき
業を行う事業者

【労働安全衛生対策】

〇労働安全委衛生対策に関する取組状況や
コンプライアンスに関する状況（例：労働安全
衛生に関する体制整備状況や行政処分歴等）
について、協議会による確認を受けること
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参考：特定技能の分野別運用方針
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介
護

特定技能1号
特定技能2号

業務区分 技能水準 日本語能力水準

介護

介護特定技能評価試験（技能） 相当以上
（介護育成就労評価試験（専門級）を含む）

A2.2相当以上 及び
介護特定技能評価試験
（日本語）

従事する業務

身体介護等（利用者の心身の状態に応じた
入浴、食事、排せつの介助等）業務

厚生労働省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労及び特定技能１号に係る専門技能や日本語能力等の修得を内容とし、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国
人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる
外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。
① 基礎的な技能を修得し、上長からの指示に従い現場で単独で業務を行うことができるよう介護育成就労評価試験の合格を目指す。
② 自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行し、又は、監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行するために必要な実務経験を得る。

特定技能所属機関の要件

• 介護等の業務を行うものである
• 事業所で受け入れることができる１号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とする
• 特定技能の協議会の構成員になる。特定技能の協議会において協議が調った措置を講じる。特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う
• 介護職員初任者研修課程等を修了し、実務経験等を有する１号特定技能外国人のみを訪問介護等の業務に従事させることとし、その場合にあっては、

次に掲げる事項を遵守する
ⅰ １号特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行う
ⅱ １号特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行う
ⅲ １号特定技能外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成する
ⅳ ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずる
ⅴ １号特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信

技術の活用を含めた必要な環境整備を行う

介護 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より
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ビ
ル
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

特定技能1号 特定技能2号

業務区分 技能水準 日本語能力水準 業務区分 技能水準 日本語能力水準 実務経験

ビルクリーニング

ビルクリーニング
分野特定技能１号
評価試験

A2.2相当以上

ビルクリーニング

ビルクリーニング
分野特定技能２号
評価試験
又は
技能検定１級（ビ
ルクリーニング） 

B1相当以上

特定建築物の建築物内部の

清掃又は建築物清掃業もし

くは建築物環境衛生総合管

理業の登録を受けた営業所

が行う建築物（住宅を除く）

内部の清掃に、複数の作業

員を指導しながら従事し、

現場を管理する者としての

実務経験

従事する業務 従事する業務

建築物内部の清掃

建築物内部の清掃に、
複数の作業員を指導し
ながら従事し、現場を管
理する業務及び同業務
の計画作成、進行管理そ
の他のマネジメント業務

厚生労働省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る専門技能や日本語能力等の修得を内容とし、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとするこ
とを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、
育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 特定技能外国人又は育成就労外国人が目指すレベル（求められる役割・作業）
② 習得する専門技能・日本語能力
③ キャリアアップに向けた経験（現場管理等）

特定技能所属機関の要件

• 都道府県知事より、建築物衛生法第12条の２第１項第１号に規定する建築物清掃業又は同項第８号に規定する建築物環境衛生総
合管理業の登録を受けた営業所において１号特定技能外国人又は２号特定技能外国人を受け入れることとしている。

• 特定技能の協議会の構成員になる。特定技能の協議会において協議が調った措置を講じる。特定技能の協議会に対し、必要な協
力を行う。

• 厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。
• 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をビルクリーニング分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求

めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合
における当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供する。

ビルクリーニング 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より
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リ
ネ
ン
サ
プ
ラ
イ

特定技能1号
特定技能2号

業務区分 技能水準 日本語能力水準

リネンサプライ
リネンサプライ分野

特定技能１号評価試験
A2.2相当以上従事する業務

リネン類の入荷から出荷までの一連の業務

厚生労働省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労及び特定技能１号に係るリネンサプライ分野における育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものと
することを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能
所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
①特定技能外国人又は育成就労外国人が目指すレベル（求められる役割・作業） ②習得する専門技能・日本語能力 ③キャリアアップに向けた経験（現場管理等）

特定技能所属機関の要件

• 業界団体が定めた「衛生基準」の認定（※）を受けた施設において１号特定技能外国人を受け入れることとしている。
• 特定技能の協議会の構成員になること。特定技能の協議会において協議が調った措置を講じる。特定技能の協議会に対し、

必要な協力を行う。
• 厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う
• 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求

めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場
合における当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供する

リネンサプライ 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より

※一般社団法人日本リネンサプライ協会が運用するリネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に
関する衛生基準又は一般財団法人医療関連サービス振興会が運用する寝具類洗濯業務に関する
基準の認定を受けた営業所において一号特定技能外国人を受け入れることとしていること

出典：パブリックコメントHP「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定め

る省令の規定に基づきリネンサプライ分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準（案）について（概要）」より

パブリックコメントにおける案

2026年4月1日に分野を追加予定
出典：パブリックコメントHP「「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の
下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令案」等について（概要）」より
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工業製品製造業 特定技能

工
業
製
品
製
造
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語
能力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語
能力水準

実務経験

17区分
（業務区分による）

製造分野特定技能１号評価試験
又は
技能検定試験3級
又は
育成就労評価試験（専門級）
※業務区分による

A2.2相当
以上

３区分
（業務区分による）

以下のいずれかの試験

• 製造分野特定技能２号評価試験

及びビジネス・キャリア検定３級

（生産管理プランニング又は生

産管理オペレーション）

• 技能検定試験１級

※業務区分による

B1相当
以上

日本国内に拠点を持
つ企業の製造業の現
場において、自らの判
断で業務を遂行でき
る能力を要する業務
に従事した実務経験

経済産業省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る製造業分野における育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとす
ることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、
育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
①目指すレベル（求められる役割・作業） ②必要な技能・知識・資格とそのための研修・講習

特定技能所属機関の要件

• 生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行っている。
• 特定技能外国人受入事業実施法人（JAIM）に所属する。
• 特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定

める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に
鑑みて定める基準経済産業省告示において定める産業を行っている。

• 特定技能の協議会において協議が調った措置を講じる。
• 経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行う。
• 特定技能外国人に対し、育成就労制度において従事した業務とは異なる業務に従事する等の場合には、必要に応じて訓練又は研修を実施する
• 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。）

を交付する。

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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工
業
製
品
製
造
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語
能力水準

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準 実務経験

機械金属加工

（指導者の指示
を理解し、又は自
らの判断により、
素形材製品や産
業機械等の製造
工程の作業に従
事する業務）

以下のいずれかの試験
• 製造分野特定技能１号評価試験（機械金属加工）
• 技能検定試験3級（以下のいずれかの作業）

鋳鉄鋳物鋳造、非鉄金属鋳物鋳造、ハンマ型鍛造、プレス型
鍛造、ホットチャンバダイカスト、コールドチャンバダイカスト、
普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ、金
属プレス、構造物鉄工、機械板金、治工具仕上げ、金型仕上
げ、機械組立仕上げ、機械検査、機械系保全、電子機器組立
て、回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、 
開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作、圧縮成形、射出成
形、インフレーション成形、ブロー成形、手積み積層成形、建
築塗装、金属塗装、鋼橋塗装、噴霧塗装、工業包装

• アルミニウム圧延・押出製品製造育成就労評価試験（専門級）
• 金属熱処理育成就労評価試験（専門級）
• 溶接育成就労評価試験（専門級）
• ビーズ法発泡スチロール成形育成就労評価試験（専門級）
• プラスチック成形材料製造育成就労評価試験（専門級） 

A2.2相当
以上

機械金属加工

（複数の技能者
を指導しなが
ら、素形材製品
や産業機械等
の製造工程の
作業に従事し、
工程を管理す
る業務）

以下のいずれかの試験

• 製造分野特定技能２号評価試験

（機械金属加工）及びビジネス・

キャリア検定３級（生産管理プラ

ンニング又は生産管理オペレー

ション）

• 技能検定１級（以下のいずれか

の職種）

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加

工、金属プレス加工、鉄工、工場

板金、仕上げ、機械検査、機械保

全、電気機器組立て、プラスチッ

ク成形、塗装、工業包装、金属熱

処理
B1相当
以上

日本国内
に拠点を
持つ企業
の製造業
の現場に
おいて、
自らの判
断で業務
を遂行で
きる能力
を要する
業務に従
事した実
務経験

電気電子機器
組立て

（指導者の指示
を理解し、又は自
らの判断により、
電気電子機器等
の製造工程、組
立工程の作業に
従事する業務）

以下のいずれかの試験

• 製造分野特定技能１号評価試験（電気電子機器組立て）

• 技能検定試験3級（以下のいずれかの作業）

普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ、治

工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立仕上げ、機械検査、機械

系保全、電子機器組立て、回転電機組立て、変圧器組立て、 

配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線

製作、プリント配線板設計、プリント配線板製造、圧縮成形、

射出成形、インフレーション成形、ブロー成形、手積み積層成

形、工業包装

• ビーズ法発泡スチロ ール成形育成就労評価試験（専門級）

• プラスチック成形材料製造育成就労評価試験（専門級）

電気電子機器
組立て

（複数の技能者
を指導しなが
ら、表面処理等
の作業に従事
し、工程を管理
する業務）

以下のいずれかの試験

• 製造分野特定技能２号評価試験

（電気電子機器組立て）及びビジ

ネス・キャリア検定３級（生産管

理プランニング又は生産管理オ

ペレーション）

• 技能検定１級（以下のいずれか

の職種）

機械加工、仕上げ、機械検査、機

械保全、電子機器組立て、電気

機器組立て、プリント配線板製

造、プラスチック成形、工業包装

工業製品製造業 特定技能 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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工
業
製
品
製
造
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語
能力水準

実務経験

金属表面処理

（指導者の指示を
理解し、又は自ら
の判断により、表
面処理等の作業
に従事する業務）

以下のいずれかの試験
• 製造分野特定技能１号評価試験（金属表面処理）
• 技能検定試験3級（以下のいずれかの作業）

電気めっき、溶融亜鉛めっき、陽極酸化処理

A2.2
相当以上

金属表面処理

（複数の技能者

を指導しながら、

表面処理等の作

業に従事し、工程

を管理する業務）

以下のいずれかの試験

• 製造分野特定技能２号評価試験（金属

表面処理）及びビジネス・キャリア検定

３級（生産管理プランニング又は生産

管理オペレーション）

• 技能検定１級（以下のいずれかの職種）

めっき、アルミニウム陽極酸化処理

B1相当
以上

日本国内に拠

点を持つ企業

の製造業の現

場において、自

らの判断で業

務を遂行でき

る能力を要す

る業務に従事

した実務経験

紙器・段ボール
箱製造

（指導者の指示を
理解し、又は自ら
の判断により、紙
器・段ボール箱製
造の製造工程の
作業に従事する
業務）

以下のいずれかの試験

• 製造分野特定技能１号評価試験（紙器・段ボール

箱製造）

• 技能検定試験3級（以下のいずれかの作業）

印刷箱打抜き、印刷箱製箱、貼箱製造、段ボール

箱製造

コンクリート製
品製造

（指導者の指示を
理解し、又は自ら
の判断により、コ
ンクリート製品の
製造工程の作業
に従事する業務）

以下のいずれかの試験

• 製造分野特定技能１号評価試験（コンクリート製品

製造）

• コンクリート製品製造育成就労評価試験（専門級）

工業製品製造業 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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工
業
製
品
製
造
業

特定技能1号
特定技能2号

業務区分 （従事する業務） 技能水準 日本語能力水準

RPF製造

（指導者の指示を理解し又は自らの判断により、
破砕・成形等の作業に従事する業務）

製造分野特定技能１号評価試験（RPF製造）

A2.2相当以上

陶磁器製品製造

（指導者の指示を理解し又は自らの判断により、
陶磁器製品の製造工程の作業に従事する業務）

以下のいずれかの試験

• 製造分野特定技能１号評価試験（陶磁器製品製造）

• 陶磁器工業製品製造育成就労評価試験（専門級）

印刷・製本

（指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、
オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の
作業に従事する業務）

以下のいずれかの試験

• 製造分野特定技能１号評価試験（印刷・製本）

• 技能検定試験3級（以下のいずれかの作業）

オフセット印刷、製本

• グラビア印刷育成就労評価試験（専門級）

紡織製品製造

（指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、
紡織製品の製造工程の作業に従事する業務）

以下のいずれかの試験

• 製造分野特定技能１号評価試験（紡織製品製造）

• 技能検定試験3級（以下のいずれかの作業）

糸浸染、織物・ニット浸染、靴下製造、丸編みニット製造

• 紡績運転育成就労評価試験（専門級）

• 織布運転育成就労評価試験（専門級）

• たて編ニット生地製造育成就労評価試験（専門級）

• カーペット製造育成就労評価試験（専門級）

• 製網育成就労評価試験（専門級）

• 染色（捺染）育成就労評価試験（専門級）

縫製

（指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、
縫製工程の作業に従事する業務）

以下のいずれかの試験
• 製造分野特定技能１号評価試験（縫製）
• 技能検定試験3級（以下のいずれかの作業）

婦人子供既製服縫製、紳士既製服製造、寝具製作、帆布製品製造、ワイシャツ製造

• 下着類製造育成就労評価試験（専門級）

• 自動車シート縫製育成就労評価試験（専門級）

• タオル製造育成就労評価試験（専門級）

• カーテン縫製育成就労評価試験（専門級）

工業製品製造業 特定技能 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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工
業
製
品
製
造
業

特定技能1号
特定技能2号

業務区分 （従事する業務） 技能水準 日本語能力水準

電線・ケーブル製造

（指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、
電線又はケーブルの製造工程の作業に従事する
業務）

以下のいずれかの試験
• 製造分野特定技能１号評価試験（電線・ケーブル製造）
• 電線・ケーブル製造育成就労評価試験（専門級）

A2.2相当
以上

プレハブ住宅製品製造

（指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、
プレハブ住宅製品の製造工程の作業に従事する
業務）

以下のいずれかの試験
• 製造分野特定技能１号評価試験（プレハブ住宅製品製造）
• 技能検定試験3級（以下のいずれかの作業）

大工工事、タイル張り、普通旋盤、金属プレス、構造物鉄工、機械板金、
建築塗装、金属塗装、噴霧塗装

• 溶接育成就労評価試験（専門級）
• コンクリート製品製造育成就労評価試験（専門級）

家具製造

（指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、
家具製品の製造工程の作業に従事する業務）

以下のいずれかの試験
• 製造分野特定技能１号評価試験（家具製造）
• 技能検定試験3級（以下のいずれかの作業）

金属プレス、機械板金、家具手加工、圧縮成形、射出成形、
インフレーション成形、ブロー成形、金属塗装、噴霧塗装、工業包装

• 溶接育成就労評価試験（専門級）
• 家具組立て育成就労評価試験（専門級）
• マットレス製造育成就労評価試験（専門級）
• 家具シート縫製育成就労評価試験（専門級）

定形・不定形耐火物製造

（指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、
耐火物製品の製造工程の作業に従事する業務）

以下のいずれかの試験
• 製造分野特定技能１号評価試験（定形・不定形耐火物製造）
• 定形耐火物製造育成就労評価試験（専門級）
• 不定形耐火物製造育成就労評価試験（専門級）

工業製品製造業 特定技能 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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工
業
製
品
製
造
業

特定技能1号
特定技能2号

業務区分 （従事する業務） 技能水準 日本語能力水準

生コンクリート製造

（指導者の指示を理解し、又は自らの判断
により、生コンクリートの製造工程の作業
に従事する業務）

製造分野特定技能１号評価試験（生コンクリート製造）

A2.2相当以上

ゴム製品製造

（指導者の指示を理解し、又は自らの判断
により、ゴム製品の製造工程の作業に従
事する業務）

以下のいずれかの試験
• 製造分野特定技能１号評価試験（ゴム製品製造）
• ゴム製品製造育成就労評価試験（専門級）

かばん製造

（指導者の指示を理解し、又は自らの判断
により、かばんの製造工程の作業に従事
する業務）

以下のいずれかの試験
• 製造分野特定技能１号評価試験（かばん製造）
• かばん製造育成就労評価試験（専門級）

工業製品製造業 特定技能 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より建設 特定技能

建
設

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語能
力水準

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語能
力水準

実務経験

３区分
（業務区分による）

建設分野特定技能１号評価試験
又は
技能検定試験3級
又は
育成就労評価試験（専門級）
※業務区分による

A2.2相
当以上

３区分
（業務区分による）

建設分野特定技能2号評価試験
又は
技能検定試験１級 又は 単一等級

※業務区分による

B1相当
以上

建設現場において複数の建
設技能者を指導しながら作
業に従事し、工程を管理する
者（班長）としての実務経験

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る育成を内容とする建設業分野における育成・キャリア形成プログラムは、特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとするこ
とを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実
施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 

元請け企業に課される条件

建設現場では、元請企業が現場管理の責任を負うことから、特定技能所属機関が下請企業である場合、元請企業は、特定技能所属機関が受け入れてい
る特定技能外国人の在留資格及び従事の状況（従事させる業務の内容、従事させる期間）について確認する。

特定技能所属機関の要件

• 建設業法第３条の許可を受けている。
• 建設特定技能受入計画の申請日前５年以内又はその申請の日以後に建設業法に基づく監督処分（同法第29条第1項第５号による処分を除く。）を受けていない。
• １号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結している。
• １号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で説明する。
• 特定技能所属機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録する。
• JAC（当該団体を構成する建設業者団体を含む。）に所属する。
• 特定技能１号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員（外国人技能実習生、育成就労外国人及び１号特定技能外国人を除く。）の

総数を超えない。ただし、優良な育成就労実施者たる特定技能所属機関はこの限りでない。
• 国土交通省の定めるところに従い、１号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の修得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受ける
• １号特定技能外国人に対し、当該外国人を受け入れた後において、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させる。
• 国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受ける。
• 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。
• 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する。
• 建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な対応を行う。
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建
設

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語
能力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語
能力水準

実務経験

土木
（指導者の指示・
監督を受けながら、
土木施設の新設、
改築、維持、修繕
に係る作業等に従
事する業務）

以下のいずれかの試験
• 建設分野特定技能１号評価試験（土木）
• 技能検定試験3級（以下のいずれかの職種）

型枠施工、鉄筋施工、とび、造園、塗装、さく井、型枠
施工、鉄筋施工、とび、コンクリート圧送施工、ウェル
ポイント施工、鉄工

• 建設機械施工育成就労評価試験（押土・整地、積込み、
掘削、締固め）（専門級）

• 溶接育成就労評価試験（手溶接、半自動溶接）（専門級）
• 管路更生育成就労評価試験（専門級）
• 鉄筋継手育成就労評価試験（圧接）（専門級） 

A2.2
相当以上

土木
（複数の建設技

能者を指導しな

がら、土木施設

の新設、改 築、

維持、修繕に係

る作業等に従事

し、工程を管理

する業務）

以下のいずれかの試験

• 建設分野特定技能２号評価試験（土木）

• 技能検定１級（以下のいずれかの職種作業）

型枠施工、コンクリート圧送施工、鉄筋施工、

とび、ウェルポイント施工、鉄工（構造物鉄

工）、塗装、さく井、造園、路面標示施工

B1相当
以上

建設現場
において
複数の建
設技能者
を指導し
ながら作
業に従事
し、工程
を管理す
る者（班
長）とし
ての実務
経験

建築
（指導者の指示・
監督を受けながら、
建築物の新築、増
築、改築若しくは
移転又は修繕若し
くは模様替に係る
作業等に従事する
業務）

以下のいずれかの試験

• 建設分野特定技能１号評価試験（建築）

• 技能検定試験3級（以下のいずれかの職種）

型枠施工、左官、かわらぶき、鉄筋施工、内装仕上げ

施工、とび、建築大工、建築板金、塗装、ブロック建築、

広告美術仕上げ、シャッター施工、建具製作、石材施

工、タイル張り、表装、サッシ施工、防水施工、コンク

リート圧送施工、築炉、鉄工

• 溶接育成就労評価試験（手溶接、半自動溶接）（専門級）

• 鉄筋継手育成就労評価試験（圧接）（専門級）

建築
（複数の建設技
能者を指導しな
がら、建築物の
新築、増築、改
築若しくは移転
又は修繕若しく
は模様替に係る
作業等に従事し、
工程を管理する
業務）

以下のいずれかの試験
• 建設分野特定技能２号評価試験（建築）
• 技能検定１級（以下のいずれかの職種作業）

型枠施工、左官、コンクリート圧送施工、かわ
らぶき、鉄筋施工、内装仕上げ施工、表装、
とび、建築大工、建築板金、熱絶縁施工（吹
付け硬質 ウレタ ンフォーム断熱工事作業）、
石材施工、タイル張り、築炉、鉄工（構造物鉄
工作業）、塗装、防水施工、建具製作、カーテ
ンウォール施工、自動ドア施工、サッシ施工、
ガラス施工、ブロック建築、樹脂接着剤注入
施工、広告美術仕上げ、厨房設備施工、
シャッター施工

• 技能検定単一等級（以下のいずれかの職種）
枠組壁建築、エーエルシーパネル施工、バル
コニー施工

建設 特定技能 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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建
設

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語
能力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語
能力水準 実務経験

ライフライ
ン・設備
（指導者の指示・
監督を受けなが
ら、電気通信、ガ
ス、水道、電気そ
の他のライフラ
イン・設備の整
備・設置、変更又
は修理に係る作
業等に従事する
業務）

以下のいずれかの試験

• 建設分野特定技能１号評価試験（ライフライン・設備）

• 技能検定試験3級（以下のいずれかの職種作業）

配管、建築板金、冷凍空気調和機器施工、熱絶縁施工

• 溶接育成就労評価試験（手溶接、半自動溶接）（専門級）

• 電気設備施工育成就労評価試験（専門級）

A2.2
相当以上

建築
（複数の建設技
能者を指導しな
がら、電気通信、
ガス、水道、電気
その他のライフ
ライン・設備の整
備・設置、変更又
は修理の作業等
に従事し、工程を
管理する業務）

以下のいずれかの試験

• 建設分野特定技能２号評価試験（ライ

フライン・設備）

• 技能検定１級（以下のいずれかの職種

作業）

配管、建築板金、熱絶縁施工（保温保冷

工事作業）、冷凍空気調和機器施工

B1相当
以上

建設現場
において
複数の建
設技能者
を指導し
ながら作
業に従事
し、工程
を管理す
る者（班
長）とし
ての実務
経験

建設 特定技能 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より造船・舶用工業 特定技能

造
船
・
舶
用
工
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語能
力水準

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語能
力水準

実務経験

３区分
（業務区分による）

造船・舶用工業分野特定技能１
号評価試験
又は
技能検定試験3級
又は
育成就労評価試験（専門級）
※業務区分による

A2.2相
当以上

３区分
（業務区分による）

造船・舶用工業分野特定技能2号
評価試験
又は
技能検定試験１級

※業務区分による

B1相当
以上

複数の作業員を指揮・命令・
管理する監督者としての実
務経験

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る専門分野や日本語能力等の修得を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度
を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技
能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 基礎的な技能を修得し、上長からの指示に従い現場で単独で業務を行うことができるよう技能検定や溶接育成就労評価試験の合格を目指す。 
② 自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行し、又は、監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行するために必要な実務経験を得る。

特定技能所属機関の要件

• 造船法第６条第１項の事業を営む者、小型船造船業法第２条第１項に規定する小型船造船業を営む者その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む
者である。

• 国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員になる(*)。
• 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う(*)。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う(*)。
• 特定技能外国人に対し、必要に応じて、多能工として必要な訓練・研修を通じたスキルアップや、いずれ管理業務に従事することを見据えた研修等を

実施する。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合に当たっては、上記３つの＊の条件を満たす登録支援機関に委託する。
• 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する。
• 国土交通大臣の認める巡回確認機関により、職場における特定技能外国人の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成について確認を受ける。

特定技能外国人が従事する業務について

国土交通省は、当該特定技能外国人が従事する業務が、造船・舶用工業分野に属する技能を要する業務であることの確認を行う。
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造
船
・
舶
用
工
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語能
力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語能
力水準

実務経験

造船
（監督者の指示を
理解し、又は自ら
の判断により、船
舶の製造工程（溶
接、塗装、鉄工、
とび、配管、船舶
加工）の作業に従
事する業務）

以下のいずれかの試験
• 造船・舶用工業分野特定技能１号評価試験（造船）
• 溶接育成就労評価試験（専門級）
• 技能検定試験3級（以下のいずれかの職種）

塗装、鉄工、とび、配管、建築板金、建具製作、左官、
熱絶縁施工、内装仕上げ施工、工場板金、家具製作

A2.2
相当以上

造船
（複数の技能者
を指導しながら、
船舶の製造工程
（溶接、塗装、鉄
工、とび、配管、
船舶加工）の造
船作業に従事）

以下のいずれかの試験

• 造船・舶用工業分野特定技能２号評価

試験（造船）

• 技能検定１級（以下のいずれかの職種）

塗装、鉄工、とび、配管、建築板金、建

具製作、左官、熱絶縁施工、内装仕上

げ施工、工場板金、家具製作

B1相当
以上

複数の作
業員を指
揮・命令・
管理する
監督者と
しての実
務経験

舶用機械
（監督者の指示を
理解し、又は自ら
の判断により舶
用機械の製造工
程（溶接、塗装、鉄
工、仕上げ、機械
加工、配管、鋳造、
金属プレス加工、
強化プラスチック
成形、機械保全、
舶用機械加工）の
作業に従事する
業務）

以下のいずれかの試験

• 造船・舶用工業分野特定技能１号評価試験（舶用機械）

• 溶接育成就労評価試験（専門級）

• 技能検定試験3級（以下のいずれかの職種）

機械保全、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、配管、鋳造、

金属プレス加工、強化プラスチック成形、建築板金、

熱絶縁施工、工場板金、機械検査

舶用機械
（複数の作業員
を指揮・命令・管
理しながら、舶用
機械の製造工程
（溶接、塗装、鉄
工、仕上げ、機械
加工、配管、鋳造、
金属プレス加工、
強化プラスチッ
ク成形、機械保
全、舶用機械加
工）の作業に従
事する業務）

以下のいずれかの試験

• 造船・舶用工業分野特定技能２号評価

試験（舶用機械）

• 技能検定１級（以下のいずれかの職種）

機械保全、塗装、鉄工、仕上げ、機械加

工、配管、鋳造、金属プレス加工、強化

プラスチック成形、建築板金、熱絶縁施

工、工場板金、機械検査

造船・舶用工業 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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造
船
・
舶
用
工
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語能
力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語能
力水準

実務経験

舶用電気電
子機器
（監督者の指示
を理解し、又は自
らの判断により
舶用電気電子機
器の製造工程
（機械加工、電気
機器組立て、金
属プレス加工、電
子機器組立て、
プリント配線板
製造、配管、機械
保全、舶用電気
電子機器加工）
の作業に従事す
る業務）

以下のいずれかの試験
• 造船・舶用工業分野特定技能１号評価試験

（舶用電気電子機器）
• 技能検定試験3級（以下のいずれかの職種）

機械保全、機械加工、電気機器組立て、金属プレ
ス加工、電子機器組立て、プリント配線板製造、
配管、工場板金、機械検査

A2.2
相当以上

舶用電気電
子機器
（複数の作業員
を指揮・命令・管
理しながら、舶
用電気電子機器
の製造工程（機
械加工、電気機
器組立て、金属
プレス加工、電
子機器組立て、
プリント配線板
製造、配管、機
械保全、舶用電
気電子機器加
工）の作業に従
事する業務）

以下のいずれかの試験

• 造船・舶用工業分野特定技能２号評価

試験（舶用電気電子機器）

• 技能検定１級（以下のいずれかの職種

作業）

機械保全、機械加工、電気機器組立て、

金属プレス加工、電子機器組立て、プ

リント配線板製造、配管、工場板金、機

械検査

B1相当
以上

複数の作
業員を指
揮・命令・
管理する
監督者と
しての実
務経験

造船・舶用工業 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より自動車整備 特定技能

自
動
車
整
備

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

実務経験

２区分
（業務区分による）

特定技能１号評価試験
又は
自動車整備士技能検定3級
又は
育成就労評価試験（専門級）
※業務区分による

A2.2相
当以上

２区分
（業務区分による）

特定技能2号評価試験
又は
自動車整備士技能検定2級

又は

自動車車体・電子制御装置整備士

技能検定

※業務区分による

B1相当
以上

道路運送車両法に基づく地方
運輸局長の認証を受けた事業
場において、自らの判断により
専門的・技術的な整備作業に従
事した実務経験 （自動車整備
士技能検定2級又は自動車車
体・電子制御装置整備士の技能
検定に合格した者を除く）

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る自動車整備業務又は車体整備業務においてのキャリアを形成するために必要な事項を内容とする育成・キャリア形成プログラ
ムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・
育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針と
する。 
①専門的な技能 ②日本語能力その他キャリア形成に必要な事項

特定技能所属機関の要件

• 国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員になる（＊）。
• 特定技能の協議会に対し必要な協力を行う（＊）。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う（＊）。
• 道路運送車両法に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場（認証工場）である。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、次の全ての条件を満たす登録支援機関に委託する。

ⅰ 上記３つの「＊」の条件を満たす。
ⅱ 次のいずれかに該当する者を置く。

（ⅰ）１級又は２級の自動車整備士の資格を有する者
（ⅱ）自動車整備士の養成施設において５年以上の指導に係る実務の経験を有する者
（ⅲ）自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者（車体整備業務区分のみ）

• 特定技能外国人の当該機関における自動車整備分野に係る実務経験を証する書面を交付する。
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自
動
車
整
備

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語能
力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語能
力水準

実務経験

自動車整備
（自動車の日常点
検整備、定期点検
整備、特定整備及
び特定整備に付
随する基礎的な
業務）

以下のいずれかの試験
• 自動車整備業務特定技能１号評価試験
• 自動車整備士技能検定3級
• 自動車整備業務育成就労評価試験（専門級）

A2.2
相当以上

自動車整備
（他の要員への指導
を行いながら従事
する自動車の日常
点検整備、定期点検
整備、特定整備及び
特定整備に付随す
る一般的な業務）

以下のいずれかの試験

• 自動車整備業務特定技能2号評価試験
• 自動車整備士技能検定2級

B1相当
以上

道路運送車両法
に基づく地方運
輸局長の認証を
受けた事業場に
おいて、自らの
判断により専門
的・技術的な整
備作業に従事し
た実務経験 （自
動車整備士技能
検定2級又は自
動車車体・電子
制御装置整備士
の技能検定に合
格した者を除く）

車体整備
（車体の板金、塗
装、ボデー・フ
レームの修正及
びこれらに付随す
る特定整備の基
礎的な業務）

以下のいずれかの試験

• 車体整備業務特定技能１号評価試験
• 車体整備業務育成就労評価試験（専門級）

車体整備
（他の要員への指導
を行いながら従事
する車体の板金、塗
装、ボデー・フレーム
の修正及びこれら
に付随する特定整
備の一般的な業務）

以下のいずれかの試験

• 車体整備業務特定技能2号評価試験
• 自動車車体・電子制御装置整備士技能

検定

自動車整備 特定技能 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より

経過措置

特定技能1号および特定技能2号の技能水準（育成就労評価試験を除く）/業務区分/従事する業務については、
2026/1/23から2027/3/31までの間は従前の例による。
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より航空 特定技能

航
空

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

実務経験

２区分
（業務区分による）

特定技能１号評価試験
A2.2相
当以上

２区分
（業務区分による）

特定技能2号評価試験
又は
航空従事者技能証明

※業務区分による

B1相当
以上

• 空港グランドハンドリング業務：
現場において技能者を指導しな
がら作業に従事した実務経験

• 航空機整備業務：現場において
専門的な知識・技量を要する作
業を実施した実務経験

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

特定技能１号及び特定技能２号に係る講習受講・資格取得等を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を基本とし、特定技能外国人が、自身のキャリ
アを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価
等を行うための指針とする。 
① 講習受講・資格取得 ② 日本語能力 ③マネジメント経験 ④その他（フォローアップや意欲向上策等）

特定技能所属機関の要件

• 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通
大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者である。

• 国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員になる（＊）。
• 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う（＊）。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う（＊）。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記３つの「＊」の条件を満たす登録支援機関に委託する。
• 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する。

特定技能外国人の雇用形態

航空分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態（同時に航空分野の２事業者を特定技能所属機関とする在籍型出向形態を含む。）

在籍型出向を活用して受け入れる場合に講じる措置

国土交通省において、在籍型出向を行う出向元・出向先の特定技能所属機関を把握し、当該機関同士が適切に在籍型出向を行うことができることを
確認した上で、出向期間中における所定内賃金等の待遇が出向元におけるものに比べ維持又は向上されることや在籍型出向に係る期間（１号特定技
能外国人については１年につき通算４月を超えない期間とする。）における１号特定技能外国人支援を行う主体等を事前に確認する。
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航
空

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語能
力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語能
力水準

実務経験

空港グランドハン
ドリング
（社内資格等を有する
指導者やチームリー
ダーの指導・監督の下
で行う、航空機地上走
行支援業務、手荷物・貨
物取扱業務、手荷物・貨
物の航空機搭降載業務、
航空機内外の清掃整備
業務、旅客ハンドリング
業務、機内食等の運搬・
搭降載業務、航空燃料
取扱業務）

航空分野特定技能１号評価試験
（空港グランドハンドリング）

A2.2
相当以上

空港グランドハンド
リング
（社内資格等を有する指
導者やチームリーダーと
して行う、航空機地上走
行支援業務、手荷物・貨
物取扱業務、手荷物・貨
物の航空機搭降載業務、
航空機内外の清掃整備
業務、旅客ハンドリング
業務、機内食等の運搬・
搭降載業務、航空燃料取
扱業務（これら工程を管
理する業務））

航空分野特定技能2号評価試験

（空港グランドハンドリング）

B1相当
以上

現場において
技能者を指導
しながら作業
に従事した実
務経験

航空機整備
（運航整備、機体整備、
装備品・原動機整備等
において行う航空機の
機体及び装備品又は部
品等の整備業務）

航空分野特定技能１号評価試験

（航空機整備）

航空機整備
（自らの判断により行う、
運航整備、機体整備、装
備品・原動機
整備等において行う航
空機の機体及
び装備品又は部品等の
整備の専門的・
技術的な業務）

以下のいずれかのもの

• 航空分野特定技能2号評価試験（航空機整備）
• 航空従事者技能証明のうち、以下のもの
一等航空整備士（飛行機）、（回転翼航空機）
二等航空整備士（飛行機）、（回転翼航空機）
一等航空運航整備士（飛行機）、（回転翼航空機）
二等航空運航整備士（飛行機）、（回転翼航空機）
航空工場整備士（機体構造関係）、（ピストン発動
機関係）、（タービン発動機関係）、（プロペラ関
係）、（計器関係）、（電子装備品関係）、（電気装備
品関係）、（無線通信機器関係）

現場において
専門的な知識・
技量を要する
作業を実施し
た実務経験

航空 特定技能 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より宿泊 特定技能

宿
泊

特定技能1号 特定技能2号

業務区分 技能水準
日本語
能力水準

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

実務経験

宿泊

宿泊分野特定技能１号
評価試験

A2.2相
当以上

宿泊

宿泊分野特定技能2号
評価試験

B1相当
以上

宿泊施設において複数の従業員を
指導しながら、フロント、企画・広報、
接客、レストランサービス等の宿泊
サービスの提供に係る業務に従事
した実務経験

従事する業務 従事する業務

宿泊施設における
フロント、企画・広報、
接客、レストラン
サービス等の宿泊
サービスの提供に
従事する業務

複数の従業員を指導し
ながら、宿泊施設におけ
るフロント、企画・広報、
接客、レストランサービ
ス等の宿泊サービスの
提供に従事する業務

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る日本で働きながら目指すべき姿を見据えた中長期的なキャリアパスに合わせた育成・支援に向けて策定する育成・キャ
リア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリ
アを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確
な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 資格取得 ② 日本語能力 ③マネジメント経験

特定技能所属機関の要件

• 旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当する。
ⅰ 旅館業法第３条第１項の旅館・ホテル営業の許可を受けている。
ⅱ １号特定技能外国人及び２号特定技能外国人を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）第２条第６項第４

号に規定する施設において就労させないこととしている。
ⅲ １号特定技能外国人及び２号特定技能外国人に、風営法第２条第３項に規定する接待を行わせないこととしている。なお、その確実な履行を図る

ため、必要な措置を講じる。
• 国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員になる（＊）。
• 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う（＊）。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う（＊）。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記3つの「＊」の条件を全て満たす登録支援機関に委託する。
• 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する。
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より自動車運送業 特定技能

自
動
車
運
送
業

特定技能1号
特定技能2号

業務区分 （従事する業務） 技能水準 日本語能力水準

３区分 （業務区分による） 業務区分による 業務区分による

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

特定技能１号に係るキャリアステップの概要を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を基本とし、特定技能外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の
向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 講習受講・資格取得 ② 日本語能力 ③マネジメント経験 ④その他（フォローアップや意欲向上策等）

特定技能所属機関の要件

• 国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員になる。特定技能の協議会に対し必要な協力を行う。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。
• 道路運送法第２条第２項に規定する自動車運送事業（貨物利用運送事業法第２条第８項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。）を経営する者で

ある。
• １号特定技能外国人が業務に従事する事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、 特定のものを行っている。
• 一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者、又はトラック運送業における特定技能所属機関にお

いては、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関（貨物自動車運送事業法第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。）が認
定する安全性優良事業所を有する者である。

• タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能１号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施する。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、特定技能の協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び特定技

能の協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託する。
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より自動車運送業 特定技能

自
動
車
運
送
業

特定技能所属機関の要件（つづき）

⚫ タクシー運送業及びバス運送業（道路運送法第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を除く。以下＊において同じ。）における特定技能
所属機関は、1号特定技能外国人の日本語能力水準が日本語教育の参照枠のＡ２．２相当の水準の場合にあって当該特定技能外国人に運転業務を行わ
せる場合は、当該特定技能外国人のＢ１相当以上の日本語能力修得に向けた日本語学習プランを作成する。

◼ タクシー運送業及びバス運送業（＊）における特定技能所属機関は、１号特定技能外国人の日本語能力水準が日本語教育の参照枠のＡ２．２相当の水準
の場合にあって当該特定技能外国人に運転業務を行わせる場合は、当該特定技能所属機関に雇用され、乗客対応に関する必要な指導を受けた者を、
乗客、関係機関等との意思疎通を補助する要員として同乗させる。

バス運送業（＊）における特定技能所属機関は、１号特定技能外国人の日本語能力水準が日本語教育の参照枠のＡ２．２相当の水準の場合にあって、離
島（離島振興法第２条第１項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島並びに奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群
島、小笠原諸島振興開発特別措置法第４条第１項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法第３条第３号に規定する離島をいう。）又は半島振興
法第２条第１項に規定する半島振興対策実施地域において、当該特定技能外国人に運転業務を行わせる場合は、次の措置を講ずる（この場合、上記■
の要件は適用しない。）。
ⅰ 当該特定技能外国人と地域の共生を図るため、当該特定技能外国人に運転業務を行わせる地域に属する地方公共団体が特定技能所属機関と協力

し実施する取組について記載した文書を当該地方公共団体から受領する。
ⅱ 事故対応等の緊急事態が生じた場合に、当該特定技能外国人が特定技能所属機関や関係機関への連絡等を含めた適切な対応を行うために必要な

情報通信技術等の活用を始めとした環境の整備を実施する。

在留資格「特定活動」による入国・在留

• 1号特定技能外国人がトラック、タクシー、バス運転者の業務を行うに当たっては、その前提として、運転免許の取得に加え、タクシー運送業及びバス運
送業においては、新任運転者研修を修了する必要があるところ、運転免許の取得や新任運転者研修の受講のため、一定期間我が国での在留が必要と
なることから、運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした者については、受入れ機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」によ
る入国・在留を認める。

• 在留期間の上限は、トラック運送業については６月、タクシー運送業及びバス運送業については１年とする。なお、当該在留資格をもって在留する期間は、
「特定技能１号」の在留資格をもって在留する通算在留期間に算入しない。

• 当該在留資格による在留中には、上記手続等のほか、受入れ機関における車両の清掃といった関連作業に従事することを認める。
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出典：出入国在留管理庁HP 第9回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方
針に関する有識者会議「資料1-4 バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件（案）について」より【参考】自動車運送業 特定技能

離島・半島地域
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自
動
車
運
送
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分 （従事する業務） 技能水準 日本語能力水準

トラック運転者
（事業用自動車（トラック）の
運転、運転に付随する業務）

自動車運送業分野特定技能１号評価試験（トラック）
及び
第一種運転免許

A2.2相当以上

タクシー運転者
（事業用自動車（タクシー）の
運転、運転に付随する業務）

自動車運送業分野特定技能１号評価試験（タクシー）
及び
第二種運転免許

B1相当以上

又は

A2.2相当（ただし、前ページの
●および■の措置が講じられて
いる場合に限られる）

バス運転者
（事業用自動車（バス）の運転、

運転に付随する業務）

自動車運送業分野特定技能１号評価試験（バス）
及び
第二種運転免許

B1相当以上

又は

A2.2相当（ただし、前ページの
●および■または□の措置が講
じられている場合に限られる）

自動車運送業 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より鉄道 特定技能

鉄
道

特定技能1号 特定技能2号

業務区分 （従事する業務） 技能水準 日本語能力水準

６区分
（業務区分による）

特定技能１号評価試験
又は
技能検定試験3級
又は
育成就労評価試験（専門級）
※業務区分による

A2.2相当以上
又は
B1相当以上
※業務区分による

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号に係る鉄道分野における育成・キャリア形成プログラムは、特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技
能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施
者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 

特定技能所属機関の要件

• 鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備、車両の製造又は
駅若しくは車両の清掃に係る事業を営む者である。

• 国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員になる（＊）。
• 特定技能の協議会において協議が調った措置を講じる（＊）。
• 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う（＊）。
• 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う（＊）。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記４つの「＊」の条件を満たす登録支援機関に委託する。

特定技能外国人の雇用形態

鉄道分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態（同時に鉄道分野の２事業者を特定技能所属機関とする在籍型出向形態を含む。）

在籍型出向を活用して受け入れる場合に講じる措置

国土交通省において、在籍型出向を行う出向元・出向先の特定技能所属機関を把握し、当該機関同士が適切に在籍型出向を行うことができること
を確認した上で、出向期間中における所定内賃金等の待遇が出向元におけるものに比べ維持又は向上されることや在籍型出向に係る期間（１号特
定技能外国人については１年につき通算４月を超えない期間とする。）における１号特定技能外国人支援を行う主体等を事前に確認する。

特定技能所属機関として「駅又は車両の清掃に係る事業を営む者」を追加
（2026年4月1日適用予定）

出典：パブリックコメントHP「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定
める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の 事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部 を改正する件について」より
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鉄
道

特定技能1号 特定技能2号

業務区分 （従事する業務） 技能水準 日本語能力水準

軌道整備
（軌道検測作業、レール交換作業、まくらぎ交換作業、
バラストを取り扱う作業、保安設備を取り扱う作業等、
軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等）

鉄道分野特定技能１号評価試験（軌道整備）

A2.2相当以上

電気設備整備
（電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保
安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、
修繕に係る作業・検査業務等）

鉄道分野特定技能１号評価試験（電気設備整備）

車両整備
（列車検査、定期検査、臨時検査、構内入換、駅派出対
応、改造工事、在庫・予備品管理、工場設備取扱い、定
期・臨時清掃業務等）

鉄道分野特定技能１号評価試験（車両整備）

車両製造
（素材加工、部品組立て、構体組立て、塗装、溶接、ぎ
装、台車枠製造、台車組立て、電子機器組立て、電気
機器組立て、試験・検査、部品検収・配膳業務等）

以下のいずれかの試験
• 鉄道分野特定技能１号評価試験（車両製造）
• 技能検定３級（以下のいずれかの職種）

機械加工、仕上げ、電子機器組立て、電気機器組立て、
塗装

運輸係員
（ポイント操作、入換え合図、駅設備管理・取扱業務、
旅客案内・貨物取扱業務、運行管理業務、車掌業務、
運転士業務等）

以下のいずれかの試験
• 鉄道分野特定技能１号評価試験（運輸係員）
• 鉄道分野育成就労評価試験（駅係員作業）（専門級）

B1相当以上

駅・車両清掃
（車両内部清掃（折り返し清掃含む）、車両外部清掃、
コンコース清掃・駅舎清掃、ホーム清掃（駅務機器、エ
レベータ、エスカレータ清掃含む）、休憩室清掃（駅員・
乗務員用等）等）

鉄道分野特定技能１号評価試験（駅・車両清掃） A2.2相当以上

鉄道 特定技能 ※緑字は新規追加

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より物流倉庫 特定技能

物
流
倉
庫

特定技能1号 特定技能2号

業務区分 技能水準 日本語能力水準

物流倉庫

物流倉庫分野特定技能１号評価試験 A2.2相当以上
従事する業務

物流倉庫において、倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の
倉庫内各種作業を実施する業務

国土交通省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労及び特定技能１号に係るキャリアステップの概要を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したも
のとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能
所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 講習受講・資格取得 ② 日本語能力 ③マネジメント経験

特定技能所属機関の要件

• 倉庫業法の規定に基づき国土交通大臣による倉庫業の登録を受けた倉庫業者であって、貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業（以下「倉庫作業」
という。）を自ら実施する者、当該倉庫業者との間の業務委託に基づき当該倉庫業者が占有する営業用の倉庫において倉庫作業を実施する者又は貨物
自動車運送事業法の規定に基づき国土交通大臣による一般貨物自動車運送事業の許可若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者であって、
その占有する倉庫において倉庫作業を自ら実施する者若しくはその事業に関連して他人の需要に応じ、有償で倉庫作業を実施する者である。 

• 生産性や労働安全衛生の向上に資するものとして、入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を持つシステムやこれに準ずるシステムを利活用する。併せ
て、当該システムと連携することでその機能を拡充させ、一層の作業の省力化及び労働安全衛生の向上を図ることのできる機器又はシステムの利活用
を継続して行う。これらの利活用の状況について、特定技能の協議会において定める方法により、特定技能の協議会の入会から概ね１年を目途に事業者
から特定技能の協議会へ報告し、確認を受ける。 

• 倉庫業者との間の業務委託に基づき当該倉庫業者が占有する営業用の倉庫において倉庫作業を実施する者が特定技能所属機関となる場合には、受け
入れる特定技能外国人の雇用の継続性につき、業務委託元の倉庫業者と業務委託を受けて倉庫作業を実施する者の間で、両者が共同で責任を持つ内
容の協議書を作成し、取り交わす。 

• 特定技能の協議会の構成員である。特定技能の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じる。 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う。 
• 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。 
• 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を物流倉庫分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人

に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供する。 
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、次のいずれにも該当する登録支援機関に委託している。 

ⅰ 特定技能の協議会の構成員である。  ⅱ 特定技能の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じる。 
ⅲ 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う。 ⅳ 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。

2026年4月1日に分野を追加予定 出典：パブリックコメントHP「「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の
下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令案」等について（概要）」より
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より農業 特定技能

農
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

実務経験

２区分
（業務区分による）

農業特定技能１号
評価試験
又は
育成就労評価試験
（専門級）

A2.2
相当以上

２区分
（業務区分による）

農業特定技能2号評価
試験

B1相当
以上

以下のいずれか

• 農業の現場において複数の従業
員を指導しながら作業に従事し、
工程を管理する者（職長）として
の実務経験

• 農業の現場における実務経験

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る講習受講・資格取得等を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就
労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとすると
ともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
① 講習受講・資格取得 ② 日本語能力 ③マネジメント経験

特定技能外国人の雇用形態

農業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者を特定技能所属機関として、外国人を農業分野の事業者に派遣
する労働者派遣形態

特定技能所属機関等の要件

• 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を６月以上雇用した経験又はこれに準ずる経験がある。
• 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たす。

ⅰ 特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な
能力を有している。

ⅱ 外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を６月以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者である。
• 特定技能の協議会の構成員になる。
• 特定技能所属機関及び派遣先となる事業者は、特定技能の協議会に対し必要な協力を行う。
• 特定技能所属機関及び派遣先となる事業者は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行う。
• 特定技能所属機関は、登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、特定技能の協議会に対し必要な協力を行う登録

支援機関に委託する。
• 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する。
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農
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語能
力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語能
力水準

実務経験

耕種農業
（栽培管理及び農産物の
集出荷・選別等の農作業
（指導者の指示を理解し、
又は自らの判断により、
栽培管理等の作業に従
事する業務））

以下のいずれかの試験

• 農業特定技能１号評価試験
（耕種農業全般）

• 育成就労評価試験（専門級）
（施設園芸、稲作・畑作、果樹）

A2.2
相当以上

耕種農業
（耕種農業（栽培管理、
農産物の集出荷・選別
等）及び当該業務に関す
る管理業務（複数の技能
者を指導しながら、栽培
管理等の作業に従事し、
工程を管理する業務））

農業特定技能２号評価試験

（耕種農業全般）

B1相当
以上

以下のいずれか

• 農業の現場にお
いて複数の従業
員を指導しなが
ら作業に従事し、
工程を管理する
者（職長）として
の実務経験

• 農業の現場にお
ける実務経験

畜産農業
（飼養管理及び畜産物の
集出荷・選別等の農作業
（指導者の指示を理解し、
又は自らの判断により、
飼養管理等の作業に従
事する業務））

以下のいずれかの試験

• 農業特定技能１号評価試験
（畜産農業全般）

• 育成就労評価試験（専門級）
（養豚、家きん、養牛）

畜産農業
（畜産農業（飼養管理、
畜産物の集出荷・選別
等）及び当該業務に関す
る管理業務（複数の技能
者を指導しながら、飼養
管理等の作業に従事し、
工程を管理する業務））

農業特定技能２号評価試験

（畜産農業全般）

農業 特定技能 ※緑字は新規追加や変更

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より漁業 特定技能

漁
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

実務経験

２区分
（業務区分による）

1号漁業特定
技能評価試験

A2.2
相当以上

２区分
（業務区分による）

2号漁業特定技能
評価試験

B1相当
以上

以下のいずれか

• 漁船法上の登録を受けた漁船において、
操業を指揮監督する者を補佐する者又は
作業員を指導しながら作業に従事し、作
業工程を管理する者としての実務経験 

• 漁業法及び内水面漁業の振興に関する
法律に基づき行われる養殖業の現場にお
いて、養殖を管理する者を補佐する者又
は作業員を指導しながら作業に従事し、
作業工程を管理する者としての実務経験

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る漁業分野における育成・キャリア形成プログラムは、特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとするこ
とを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能
所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 

特定技能外国人の雇用形態

漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者（特定技能所属機関等の要件における（☆）マークの労働者派
遣事業者に限る）を特定技能所属機関として、外国人を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態（船員派遣形態を含む）

特定技能所属機関等の要件

• （☆）労働者派遣形態の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者（船員派遣事業者を含む。以下同じ。）は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業
生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。

• 特定技能所属機関は、特定技能の協議会の構成員になる。特定技能所属機関は、特定技能の協議会において協議が調った措置を講じる。
• 特定技能所属機関は、特定技能の協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
• 漁業分野の１号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に

固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
• 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する。

派遣先事業者の要件

派遣先事業者は、特定技能の協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行う。
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漁
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語
能力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語
能力水準

実務経験

漁業
（監督者の指示を理解し、
又は自らの判断により、
漁具の作成・補修、漁
具・漁労機器の操作、漁
獲物の処理、安全衛生
等の作業に従事する業
務）

1号漁業特定技能評価試験
（漁業）

A2.2
相当以上

漁業
（自らの判断により業務
を遂行し、又は作業員を
指導しながら作業に従
事し、漁業の作業工程を
管理する業務）

２号漁業特定技能評価試験
（漁業）

B1相当
以上

以下のいずれか

• 漁船法上の登録を受
けた漁船において、
操業を指揮監督する
者を補佐する者又は
作業員を指導しなが
ら作業に従事し、作
業工程を管理する者
としての実務経験 

• 漁業法及び内水面漁
業の振興に関する法
律に基づき行われる
養殖業の現場におい
て、養殖を管理する
者を補佐する者又は
作業員を指導しなが
ら作業に従事し、作
業工程を管理する者
としての実務経験

養殖業
（監督者の指示を理解し、
又は自らの判断により、
養殖水産物の取扱い、
漁具の作成・補修・管理、
漁具の整理・整頓、安全
衛生等の作業に従事す
る業務）

1号漁業特定技能評価試験
（養殖業）

養殖業
（自らの判断により業務
を遂行し、又は作業員を
指導しながら作業に従
事し、養殖業の作業工程
を管理する業務）

２号漁業特定技能評価試験
（養殖業）

漁業 特定技能 ※緑字は新規追加や変更

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に
係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より飲食料品製造業 特定技能

飲
食
料
品
製
造
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

業務区分
（従事する業務）

技能水準
日本語
能力水準

実務経験

２区分
（業務区分による）

特定技能1号評価
試験
又は
育成就労評価試
験（専門級）
又は
技能検定試験3級

A2.2
相当以上

２区分
（業務区分による）

特定技能2号評価
試験

B1相当
以上

飲食料品製造業分野において、複数の
従業員を指導しながら作業に従事し、
工程を管理する者としての実務経験

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る飲食料品製造業分野における育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制
度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするととも
に、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。
①各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数 ②レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など

特定技能所属機関等の要件

• 特定技能の協議会の構成員になる。特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行う。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、特定技能の協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び

特定技能の協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託する。
• 特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明する。
• 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する。
• 特定技能外国人が業務に従事する事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、特定のものを行っている。

特定技能1号と特定技能2号の技能水準、業務区分及び従事する業務については、
2026年1月23日から2027年３月31日までの間は、なお従前の例による。
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飲
食
料
品
製
造
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分
（従事する業務） 技能水準

日本語
能力水準

業務区分

（従事する業務）
技能水準

日本語
能力水準

実務経験

飲食料品製造業
（飲食料品（酒類を除
く。）の製造・加工及び安
全衛生の確保（指導者の
指示を理解し、又は自ら
の判断により、飲食料品
製造工程の作業に従事
する業務））

以下のいずれかの試験

• 飲食料品製造業特定技能１号
評価試験

• 育成就労評価試験（専門級）
（缶詰巻締、食鳥処理加工、
牛豚食肉処理加工、惣菜製造、
農産物漬物製造）

• 技能検定試験3級
（ハム・ソーセージ・ベーコン
製造、パン製造） A2.2

相当以上

飲食料品製造業
（飲食料品製造業（飲食
料品（酒類を除く。）の製
造・加工及び安全衛生の
確保）に加え、飲食料品
製造業に関する管理業
務（複数の技能者を指導
しながら、飲食料品製造
の作業に従事し、工程を
管理する業務））

飲食料品製造業特定技能
２号評価試験

B1相当
以上

飲食料品製造業分野に
おいて、複数の従業員
を指導しながら作業に
従事し、工程を管理す
る者としての実務経験水産加工業

（水産加工品の製造・加
工及び安全衛生の確保
（指導者の指示を理解し、
又は自らの判断により、
水産加工工程の作業に
従事する業務））

以下のいずれかの試験

• 水産加工業特定技能１号評価
試験

• 水産加工育成就労評価試験
（専門級）

• 技能検定試験3級
（水産練り製品製造）

水産加工業
（水産加工業（水産加工
品の製造・加工及び安全
衛生の確保）に加え、水
産加工業に関する管理
業務 （複数の技能者を
指導しながら、水産加工
の作業に従事し、工程を
管理する業務））

水産加工業特定技能２号
評価試験

飲食料品製造業 特定技能 ※緑字は新規追加や変更

出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係
る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資
格に係る制度の運用に関する方針について」より
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外
食
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分 技能水準 日本語能力水準 業務区分 技能水準 日本語能力水準 実務経験

外食業

外食業特定技能１
号評価試験
又は
医療・福祉施設給
食製造育成就労評
価試験（専門級）

A2.2相当以上

外食業

外食業特定技能
２号評価試験

B1相当以上

食品衛生法の営業許可を受けた

飲食店等において、複数のアル

バイト従業員や特定技能外国人

等を指導・監督しながら接客を

含む作業に従事し、店舗管理を

補助する者（副店長、サブマネー

ジャー等）としての実務経験（た

だし、当該経験を終えてから、農

林水産大臣が別途定める期間を

経過していない者に限る。）

従事する業務 従事する業務

飲食物調理、接客

及び店舗管理
飲食物調理、接客、添
付管理及び店舗経営

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に係る外食業分野の人材育成を内容とする育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を
通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、
特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
①各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数 ②レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など

特定技能所属機関の要件

• 特定技能外国人に対して、風俗営業法第２条第１項に規定する風俗営業を営む営業所において就労を行わせない。ただし、旅館・ホテル営業（旅館業法第２
条第２項に規定する旅館・ ホテル営業をいう。）の形態で旅館業を営み、かつ、同法第３条第１項の旅館・ ホテル営業の許可を受けている場合はこの限りで
ない。

• 特定技能外国人に対して、風俗営業法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労を行わせない。
• 特定技能外国人に対して、接待を行わせない。なお、その確実な履行を図るため、必要な措置を講じる。
• 特定技能の協議会の構成員になる。特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対 し、必要な協力を行う。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、特定技能の協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び特定技能

の協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託する。
• 特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明する。
• 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する。

外食業 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より
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林
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分 技能水準 日本語能力水準

林業
林業特定技能評価試験
又は
技能検定（林業職種）３級

A2.2相当以上従事する業務

育林、素材生産等に係る業務

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１に係る技能や日本語能力の育成及び能力に基づくキャリアステップを内容とする育成・キャリア形成プログラ
ムは、次の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人
が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施
者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 
①講習受講や資格取得に関する事項 ②日本語能力の育成に関する事項 

特定技能所属機関の要件

• 特定技能の協議会の構成員になる。
• 特定技能の協議会において協議が調った措置を講じる。
• 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行う。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、特定技能の協議会及び農林水産省に

対し必要な協力を行う登録支援機関に委託する。

林業 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より

〇以下のいずれかの事業者であること
➢ 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項の認定を受けている者
➢ 森林経営管理法第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
➢ 森林経営管理法第44条第2項の規定により公表されている民間事業者
➢ 種苗育成または製炭の作業のみに特定技能外国人を従事させる場合は、「農林水産業・食品産業

の作業安全のための規範（個別規範：林業）事業者向け」に沿って取り組んでいる

〇事業者は、安全な伐木作業方法や緊急時の連絡体制など林業における労働災害の防止を図るため、
特定技能外国人に対し指導及び教育を行う。

出典：出入国在留管理庁HP 第8回特定技能制度
及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方
針に関する有識者会議「特定技能制度及び育成
就労制度の上乗せ基準等（案）について」より

（上
乗
せ
要
件
案
）
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木
材
産
業

特定技能1号 特定技能2号

業務区分 技能水準 日本語能力水準

木材産業

木材産業特定技能1号評価試験 A2.2相当以上従事する業務

製材業、合板製造業、集成材製造業
などに係る木材の加工等の業務

農林水産省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労、特定技能１に係る中長期的なキャリアパスを示した木材産業分野における育成・キャリア形成プログラムは、特定技能制
度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技
能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人
への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 

特定技能所属機関の要件

• 農林水産省が設置する特定技能の協議会の構成員になる。
• 特定技能の協議会において協議が調った措置を講じる。特定技能の協議会に対し、必要な協力を行う。
• 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行う。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び特定技能の協議会に

対して必要な協力を行う登録支援機関に委託する。
• 特定技能外国人が業務に従事する事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、特定のものを行っている。

木材産業 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より

〇特定技能外国人を勤務させる事業所において「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」に基づく
取組を行うこと

〇当該取り組み状況について、協議会入会時及び概ね2年ごとに、一般社団法人全国木材組合連合会による
確認を受けること

出典：出入国在留管理庁HP 第8回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「特定技能
制度及び育成就労制度の上乗せ基準等（案）について」より

（上乗せ要件案）

【参考】
現在の対象産業分類
⚫ 小分類１２１ 製材業、木製品製造業
⚫ 細分類１２２２ 合板製造業
⚫ 細分類１２２３ 集成材製造業
⚫ 細分類１２２４ 建築用木製組立材料製造業
⚫ 細分類１２２７ 銘木製造業
⚫ 細分類１２２８ 床板製造業

出典：出入国在留管理庁HP 「特定の分野に係る特定技能外国人
受入れに関する運用要領 -木材産業分野の基準について」より
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資
源
循
環

特定技能1号 特定技能2号

業務区分 技能水準 日本語能力水準

廃棄物処分業（中間処理）

資源循環分野特定技能1号評価試験 A2.2相当以上
従事する業務

家庭からの排出及び事業活動に伴って排出さ
れる廃棄物の中間処理（廃棄物の減量化､減容
化､安定化及び安全化）を行う業務

環境省が策定する育成・キャリア形成プログラム

育成就労及び特定技能１に係る必要な技能・知識等を内容とする資源循環分野における育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制
度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予
見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行
うための指針とする。 
①特定技能外国人又は育成就労外国人が目指すレベル（求められる役割・作業） ②修得する専門技能 ③キャリアアップに向けた経験（現場管理等）

特定技能所属機関の要件

• 特定技能所属機関が別添（次頁を参照）のいずれかに該当する者である。
• 環境大臣が設置する特定技能の協議会の構成員である。
• 特定技能の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じる。
• 特定技能の協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、 必要な協力を行う（＊）。
• 環境省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行う（＊）。
• 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、上記２つの＊に規定する必要な協力を行う登録

支援機関に委託している。
• 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を資源循環分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該

特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付する。

資源循環 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より

2026年4月1日に分野を追加予定
出典：パブリックコメントHP「「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の
下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令案」等について（概要）」より
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資源循環 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」より

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」 という。）第７条
第12項に規定する一般廃棄物処分業者（廃棄物処理法第７条第６項ただし
書の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第２条の３第１号及び第２
号で定める者を含む。）、廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄
物処分業者又は廃棄物処理法第14条の４第12項に規定する特別管理産業
廃棄物処分業者であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６
条の11第２号又は第６条の14第２号に掲げる者又はこれに相当する者

2. 廃棄物処理法第９条の８第1項又は第15条の４の２第１項に規定する再生利
用認定業者

3. 廃棄物処理法第９条の９第1項又は第15条の４の３第１項に規定する広域的
処理認定業者又はその委託を受けて当該認定に係る処理（一般廃棄物又は
産業廃棄物の処分に該当するものに限る。）を業として実施する者（廃棄物
処理法第９条の９第２項第２号又は第15条の４の３第２項第２号に規定する
者である者に限る。）

4. 廃棄物処理法第９条の10第1項又は第15条の４の４第１項に規定する無害
化処理認定業者

5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第16条第１項
に規定する認定特定事業者、同法第21条第１項に規定する指定法人（以下８
において「指定法人」という。）又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合
物の再商品化に必要な行為（一般廃棄物の再生に該当するものに限る。）を
業として実施する者（当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、
同法第15条第２項第６号に規定する者である者に限る。）

6. 特定家庭用機器再商品化法第23条第１項の認定を受けた製造業者等、同法
第3条に規定する指定法人又はこれらの者の委託を受けて特定家庭用機器
廃棄物の再商品化等に必要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該
当す るものに限る。）を業として実施する者（当該認定を受けた製造業者等
から委託を受ける者にあっては、同法第23条第２項第２号に規定する者で
ある者に限る。）

別添：以下のいずれかに該当する
7. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第11条第１項に規定

する認定事業者又はその委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に
必要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。）を業
として実施する者（同法第11第４項第１号に規定する認定計画に記載された
同法第10条第２項第６号に規定する者に限る。）

8. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（以下「プラスチック資源
循環促進法」という。）第32条の規定により市町村の委託を受けて分別収集
物の再商品化に必要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するも
のに限る。）を実施する指定法人又はその再委託を受けて分別収集物の再商
品化に必要な行為を業として実施する者

9. プラスチック資源循環促進法第34条第４項第１号の認定に係る再商品化計画
（以下 「認定再商品化計画」という。）に従って分別収集物の再商品化に必要
な行為を業として実施する者（認定再商品化計画に記載された第33条第２項
第６号に規定する者に限る。）

10.プラスチック資源循環促進法第40条第１項に規定する認定自主回収・再資源
化事業者又はその委託を受けて使用済プラスチック使用製品の再資源化に必
要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。）を業と
して実施する者（プラスチック資源循環促進法第40条第４項に規定する認定
自主回収・再資源化事業計画に記載されたプラスチック資源循環促進法第39
条第２項第５号に規定する者に限る。）

11.プラスチック資源循環促進法第49条第１項に規定する認定再資源化事業者
又はその委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要
な行為（産業廃棄 物の処分に該当するものに限る。）を業として実施する者
（プラスチック資源循環促進 法第49条第４項に規定する認定再資源化事業
計画に記載されたプラスチック資源循環促進法第48条第２項第６号に規定す
る者に限る。）

12.資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令和６年法
律第41号）第12条第１項に規定する認定高度再資源化事業者若しくはその委
託を受けて再資源化に必要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当
するものに限る。）を業として実施する者（同法第12条第３項に規定する認定
高度再資源化事業計画に記載された同法第11条第２項第６号に規定する者
に限る。）又は同法第17条第１項に規定する認定高度分離・回収事業者
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【参考：上乗せ基準案】資源循環 特定技能
出典：出入国在留管理庁HP 第7回特定技能制度及び育成就労制
度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議「資料２ 特
定技能制度及び育成就労制度の上乗せ基準等（案）について」より

上乗せ基準（案）

【事業者の範囲の限定】

〇次のいずれかの事業者であること
① 一般廃棄物処理業の許可等を受けた者、

産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄
物処理業の許可を受けた者であって、
「優良産廃処理業者認定制度」の認定を
受けた者又はそれに相当する者

② 廃棄物処理法に基づく再生利用認定若し
くは広域認定事業者、又は「資源循環の促
進のための再資源化事業等の高度化に関
する法律」に基づく認定高度再資源化事業
者等の廃棄物関連法の大臣認定に基づき
業を行う事業者

【労働安全衛生対策】

〇労働安全委衛生対策に関する取組状況や
コンプライアンスに関する状況（例：労働安全
衛生に関する体制整備状況や行政処分歴等）
について、協議会による確認を受けること
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個別相談 セミナー

受入れ
支援サービス

⚫ 技能実習制度、特定技能制度に関する相談
⚫ 監理団体、実習実施者への訪問相談、支援
⚫ 職種、特定産業分野の相談

⚫ 技能実習制度説明会
⚫ 特定技能制度説明会
⚫ 特定技能外国人受入れ実務者ｾﾐﾅｰ
⚫ 講師派遣

手続き
支援サービス

⚫ 外国人技能実習機構への技能実習計画認定
申請書類の点検・提出

⚫ 地方出入国在留管理局への入国・在留諸申請
書類の点検・取次

⚫ 申請書類の作成支援

⚫ 外国人材受入れセミナー（入国・在留手
続と申請等取次制度について）

送出し
支援サービス

⚫ 受入れ機関等への送出し国・送出機関に関す
る情報提供・相談

⚫ 受入れ機関等と送出し国・送出機関とのマッ
チング支援

⚫ 送出機関に対する相談支援
⚫ 送出機関への各種資料提供

⚫ 送出機関と受入れ機関等を対象とした
セミナー（ジョイントセミナーや各国事情
説明会など）

人材育成
支援サービス

⚫ 技能向上支援
⚫ 日本語教育支援
⚫ 教材・テキストの販売

⚫ 日本語指導担当者セミナー

⚫ 外国人材との「やさしい日本語」話し方
セミナー

実習生保護
支援サービス

⚫ 外国人技能実習生総合保険、特定技能外国人
総合保険等の普及

⚫ 法的保護情報講習への講師派遣

JITCOは、会場で受講していただくセミナー以外に、事業所や自宅等で受講可能なWEB(ZOOＭ)セミナーも実施しています。
詳細は、JITCO－ＨＰでご確認ください。 https://www.jitco.or.jp/ja/seminar/

JITCOは外国人技能実習制度・特定技能制度の総合支援機関です

JITCOは技能実習制度の
養成講習機関として、
監理責任者・技能実習責任者等
の養成講習を実施しています。
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・アンケートへのご協力を

お願いいたします。

• 講義に関するご質問は、

アンケート画面最下部にあります  

「お問い合わせフォーム  」からお願いします。

ご清聴ありがとうございました

（お問い合わせ先）

J I T C O 実習支援部相談支援課

0 3 - 4 3 0 6 - 1 1 6 0
h t t p s : / / w w w . j i t c o . o r . j p / j a / j i t c o / c o n t a c t . h t m l

「続行」ボタンを押す

講義終了後・・・
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